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再    開  （午前  ９時００分）  

 

○議  長  

 皆様、おはようございます。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより平成

２８年平群町議会第７回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付しております議事日程表のとおり、一般質

問であります。  

 日程第１  一般質問を行います。  

 今定例会の一般質問は１１名の議員から提出されております。本日は発言順

位１番から６番までといたします。順次質問を許可いたします。  

 まず、発言番号１番、議席番号１０番、窪君の質問を許可いたします。はい、

窪君。  

○１０番  

 皆様、おはようございます。１０番、窪でございます。ただいま議長の許可

を得ましたので、先般、通告させていただいております３項目について質問を

させていただきます。  

 １項目めは、前立腺がん検診を特定健診時に実施をについて質問をいたしま

す。  

 我が国において、前立腺がんは急増しており、１９９９年には前立腺がん患

者数は１万８，０００人程度でしたが、２０２０年以降には前立腺がん罹患数

は１０万人を超え、男性のがんのうち、第１番目の罹患数になり、前立腺がん

死亡数は２０２０年から２０２４年、年平均では１万４，７００人となり、２

０００年の約１．８倍になると予測をされております。前立腺がんは、加齢と

ともに罹患率がふえる男性特有の高齢者のがんと言われており、自覚症状がほ

とんどないために発見がおくれることが多いがんですが、早期なら前立腺を摘

出する手術によって完治も期待でき、治療による延命効果が高いことが知られ

ております。自覚症状が出てから泌尿器科外来を受信し、発見される前立腺が

んの約４０％はほかの臓器に転移をしており、一方、ＰＳＡ検査などの検診で

発見された前立腺がんの約６０％は早期のがんだったという研究結果が報告を

されております。  

 このような状況から、前立腺がんの早期発見に役立つＰＳＡ検査の啓発が進
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んでおります。ＰＳＡ検査は採血のみの検査で、血液中にある前立腺に特異的

なたんぱく質の一種ＰＳＡの値を測定します。スクリーニング検査の中で最も

精度が高く、簡単に受けることができ、５０歳を過ぎると罹患率が急激に増加

するため、５０歳を過ぎたら１年に一度受けることが推奨されております。Ｐ

ＳＡ検査費用は約１，５００円程度と言われており、全国の自治体では約７割

が前立腺がんの受診費用の軽減制度を導入されております。県内では、半分の

自治体で導入され、生駒郡内では平群町以外全ての町で実施をされております。

斑鳩町と三郷町では約１０年前より実施され、現在、特定健診などの集団と個

別で実施されております。自己負担額は斑鳩町ではゼロで、三郷町と安堵町で

は５００円の自己負担で実施されております。  

 そこでお尋ねをいたします。  

 １点目、これまでから前立腺がん検診への助成制度の導入については、予算

要望を初め、幾たびも一般質問をしてまいりましたが、本町においても町民の

命を守るため、特定健診時や後期高齢者健康診査時の血液検査と一緒に、近隣

町と同じように希望者に一部負担金をいただき、オプションで前立腺がん検診、

ＰＳＡ検査の実施をし、がんの早期発見・早期治療に取り組むべきと考えます

が、いかがお考えでしょうか。  

 ２点目、プリズムへぐりで行う集団健診についての申し込み方法についてで

すが、現在、申込日に電話と窓口で予約を受け付けております。住民の皆様か

ら、朝早くからプリズムの窓口まで来所しなければならないことや、電話がな

かなかかからないなどの苦情をたびたびお聞きをしております。健診予約方法

の不便さを解消するため、はがきやインターネットなどによる申し込みができ

るよう予約方法への改善が必要と考えますが、いかがお考えでしょうか、お尋

ねをいたします。  

 大きな２項目めは、小中学校・こども園における夏季期間の熱中症対策につ

いて質問をいたします。  

 近年、地球温暖化による気温上昇に伴い、全国的に連日猛暑日が続き、奈良

地方気象台からも高温注意報が毎日発令をされていました。８月の近畿地方は

各地で気温が３５度以上の猛暑日となり、観測史上最多となる記録的な暑さと

なり、大阪管区気象台のまとめによりますと、高気圧に覆われて晴れる日が多

く、暖かく湿った空気が流れ込んで記録的な猛暑となりました。そのような猛

暑が続く８月、生駒市の中学生がクラブ活動中に熱中症で病院に搬送され、尊

い命を失いました。心より御冥福をお祈り申し上げます。  

 近年、熱中症の発生数は確実に増加傾向にありますが、学校の管理下におけ

る熱中症の死亡事例は減少傾向となっていたそうです。これまでの発生状況は、
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保育所では屋内の活動で、小学校では屋外の活動、遠足、林間学校等で、中学

校・高等学校等ではほとんどが体育活動で発生しており、全体としては９２．

５％が体育活動によるものであったそうです。  

 また、残暑厳しい気象状況でありますが、秋の運動会も間近に迫り、これま

で以上に熱中症対策と予防に取り組まなければなりません。熱中症になってか

ら処置をするよりも、なる前の予防が大切であり、日常の適切な体調の管理と

細やかな環境の調整と水分補給がポイントと言われております。学校やこども

園での熱中症対策は急務であることから、６点について質問をさせていただき

ます。  

 まず１点目、８月１９日、岩﨑町長と教育長に熱中症対策の緊急申し入れを

公明党としてさせていただきました。これまでの具体的な熱中症対策の取り組

みについてお尋ねをいたします。  

 ２点目、体育館や教室などの屋内や屋外においても、熱中症指標計を各所に

設置し、一定の温度基準である、暑さ指数と言われるＷＢＧＴ基準以上になっ

た場合の対処を明確にしたマニュアルに基づいて対策を行われておりますか。  

 ３点目、クラブなどの練習前に、児童・生徒の健康自己チェックシートを活

用されていますか。  

 ４点目、熱中症注意表示板を設置して、児童に注意喚起を行うべきではない

でしょうか。  

 ５点目、各学校にエアコン設置の早急な実施が必要ではないでしょうか。  

 ６点目、ミストシャワーの設置をしてはどうか、お尋ねをいたします。  

 大きな３項目めは、「笑顔のあいさつ運動」のさらなる取り組みについてを質

問をいたします。  

 昨年１２月議会で、平群町として町を挙げて「へぐりスマイル宣言」をし、

「笑顔のあいさつ運動」に取り組むことを宣言してはどうでしょうかと提案を

する中、広報紙や各イベントを通じて啓発をし、全職員が役場に来庁される町

民の方々におもてなしの心で迎えられるように周知徹底を図って、笑顔で挨拶

できるよう取り組み、町民の皆様全体に広がるように取り組んでいきたいと大

変前向きな御答弁をいただきました。この間、総務防災課などの前には職員の

笑顔の写真を掲示されたり、たすきを作製され、各種団体にも配布をしていた

だいたことは評価をいたしております。笑顔の挨拶は強制でできることではあ

りませんが、意識をして行動を起こし、挑戦しなければ何も変わりません。  

 そこで、２点お尋ねをさせていただきます。  

 まず１点目、朝から約１時間程度、役場庁舎内の入ったところで職員が毎日

順番に立礼挨拶を実施していただいてはどうでしょうか。あいさつ運動を兼ね
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た住民サービスの一環となります。大変お忙しい日常業務の貴重なお時間です

が、朝から職員が役場に来庁された方に元気よく爽やかな挨拶をしていただく

ことで、１日元気に過ごしていただけます。  

 ２点目、横断幕を掲げたり、広報紙を通じて住民の皆様に啓発する必要があ

ると考えますが、いかがお考えでしょうか。  

 以上、端的に明快な御答弁をよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 それでは失礼いたします。窪議員、１項目めの１点目の前立腺がん検診を特

定健診時に実施をについて御回答いたします。  

 議員の質問にもありましたように、過去数回にわたり前立腺がん検診への助

成の実施についての御質問をいただいており、この間、国の動向及び県下の市

町村の動向を注視してまいりました。国の動向については、以前からの見解に

ついては変化はございませんが、県下の状況といたしまして、３９市町村中１

９市町村が前立腺がん検診を実施している状況になり、約半数の市町村が実施

しております。また、広域周辺７町を見ますと、平群、上牧、河合町の３町の

みが未実施という状況になっております。  

 議員、御承知のとおり、国民健康保険特別会計の平成２７年度決算につきま

しては、財政調整基金より１億６，５００万円の繰り入れを行っても、約２，

６００万円の赤字となり、平成２８年度にも多額の未確定財源を計上しており、

非常に厳しい財政状況になっております。平成２９年度には、国民健康保険税

の税率の改正、また県下トップクラスにある特定健診を含む保険事業の見直し

等も、心苦しいですが行わなければならないかと考えております。まず、国保

財政の健全化が最優先課題と考えておりますので、御理解賜りますようお願い

いたしたいと思います。よろしくお願いします。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 すみません。２点目の健診申し込みの改善についてお答えをいたします。  

 議員の御質問にありましたように、電話、窓口の受け付けを現在しておりま

す。住民の方から苦情の声をたくさんいただいております。平成２９年度にお

いて変更を行うよう今現在、検討を行っております。町といたしましては、イ

ンターネット、はがきでの申し込みについては有効な申し込み方法だと考えて

おりますので、平成２９年度実施に向けて環境整備に努めてまいります。  
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 以上でございます。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。まず、この前立腺がん検診、特定健診時にというこ

とで、これまで幾たびとなく、また毎年の予算要望をさせていただいてまいり

ました。今の御答弁では、国の動向は今までと変わっていないが、県下の状況

が３９市町村中１９市町村ですね、約半数が実施され、また私も調べさせてい

ただきましたが、生駒郡４町ございますが、平群以外は全てで実施をされてお

ります。また、広域７町においても上牧、河合、平群、今おっしゃいましたが、

３町だけが未実施という、こういう現状になってきていることでございます。  

 今、課長のほうから国保財政の厳しさをお訴えをされておりました。私も、

この国保財政が厳しいということは、これまでからの決算等々でもお聞きをし

て、国保の運協でもお聞きをいたしております。この大変厳しい原因に至った

要因として、まあ、その一つでありますが、これまで国保税の引き下げを４回

行ってきたことも一つということで、担当課のほうからも御説明があったと思

います。しかし、そういう厳しい状況になって、税率の改正も検討されること

は周知をいたしております。だからこそ、早期発見・早期治療で医療費の抑制

ができるのではないかということで、このような御質問をさせていただきまし

た。  

 また、特定健診のオプションとしての追加でありますので、まあ、それほど

の費用がかかるとは思いません。本町においてもですが、前立腺がん、本当に

罹患数が大変増加をいたしております。罹患してですね、手術をされる方やら、

また放射線治療をすることは当事者も、また御家族の皆様も本当に苦しい思い

をされております。罹患された方からですね、今回質問に当たりましては、私

も６月、７月前後に住民の方から、本当に御自分が罹患されて平群だけがこの

特定健診のこれがなかったということで、本当にこれからそういう町民を少し

でもふやさないためにということで御要望を私もいただきました。オプション

でもよいからということです。三郷、また斑鳩におきましては、全ての皆さん

が受診をできるという、こういう環境でありますので、私個人が望んでるので

はなくて、町民が望まれる政策であるということであります。  

 そこで、岩﨑町長にお尋ねをしたいと思いますが、前立腺がん検診で早期発

見・早期治療の必要性は十分に認識をされているものと思います。常日ごろか

ら、町長が提唱される「健康長寿奈良県一」に向かって、今後、男性のがんの

うち、第１番目の罹患数に増加が予測される、この前立腺がんの早期発見のた
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めにも、やはり早期に実施すべきと考えます。財政的にも大きな負担ではあり

ませんので、町民の立場で最優先に取り組んでいただけると思いますが、町長

の思いをお聞かせをいただきたいと思います。  

 もう１点目のプリズムへぐりで行われております集団健診について、健診の

予約方法、大変これは前向きな御答弁をいただきました。そこでですね、再質

問でありますが、有効であるというふうなお考えでございます。そこで住民の

皆さんへの、この平成２９年度から改正をしたい、改善をしたいということで

周知方法と、またインターネットでも、まあ、インターネットを活用されない

方は、はがきもということだと思いますが、はがきでもしてほしいと私は思っ

ておりますが。インターネットの環境の整備は、今現在、平群町として大丈夫

なのか、この点についてもお尋ねをしたいと思います。  

○議  長  

 はい、町長。  

○町  長  

 前立腺がんの検診についてのお尋ねでございます。  

 窪議員のお考えは理解いたしました。近い将来、対応できるように考えてま

いりたいと思っております。しかしながら、今、課長が答弁いたしましたよう

に、国保財政は非常に厳しい状況にございます。昨年度、２７年度決算におき

ましても、実質単年度収支で２億円近い赤字が出ております。今年度におきま

しても、２億円もしくはそれ以上の赤字が予想されております。基金は今現在

ございません。そういった中でですね、今後です、国保税の改定について、今

まさに議論が始まろうとしているところであります。そういったことからです

ね、費用の多い少ないという問題じゃなしにですね、特定健診を含む保険事業、

人間ドックとかですね、その他の事業を展開してるわけでございますが、その

ことにつきましても、国保税のですね、改正とともに議員の皆さん方とまた議

論をしていかなければならない。今この時点でですね、前立腺がんの検診を直

ちに実施するということには、なかなかならないと。住民の皆さんの理解も得

られないんじゃないかというふうに考えるところでございますので、さきに申

しましたように、近い将来、対応できるように考えてまいりたいということで

御理解を賜りたいと、このように考えてるとこでございます。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 それでは、健診の申し込み方法の周知、またはネットの環境整備は大丈夫か

という御質問やったかと思います。  
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 インターネットの受け付けについてはですね、現在、生駒市が「ｅ古都なら」

を利用して受け付けを行っております。環境については、問題ないかと考えて

おります。  

 また、周知につきましては、プリズムへぐりの集団健診を受けられた方の御

案内や結果通知には、申し込み方法の変更という専用のロゴマークを張ったシ

ールの添付や同封の文書の説明を入れていきます。また、広報にも当然記事の

掲載を行っていきます。さらに、ポスターをつくりまして、自治会及び長寿会

と、また出前講座等で機会を利用して、周知に努めてまいりたいと思っており

ます。  

 以上です。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 まず、課長のほうから健診方法の改善についての周知等々をお述べいただき

ましたが、この健診予約方法の不便さを解消するために、住民の皆様に丁寧な

周知をお願いをしておきたいと思います。  

 そして、この前立腺がん検診の特定健診時について、岩﨑町長のほうから今

御答弁をいただきました。るるお述べをいただき、国保の財政状況が大変厳し

いという状況も御説明をいただきました。冒頭、近い将来、対応できるように

考えてまいりたいという御答弁をいただきました。まあ、「健康長寿奈良県一」

を目指す平群町において、町民の皆様が希望される政策でございますので、町

民の命を守るため、この前立腺がん検診の特定健診時の早期実施に向けた取り

組みをお願いしまして、次に移らせていただきます。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、議員のほうからいただいた熱中症対策にかかわります２項目めの

御質問にお答えさせていただきます。  

 まず１点目、これまでの熱中症対策の取り組みについてという御質問にお答

えさせていただきます。  

 各校園におきます、これまでの熱中症予防としましては、従来より保健だよ

り、学級通信等で熱中症の知識、予防策の内容で注意喚起を行っております。

また、具体的予防策としましては、屋外での着帽、小まめな水分・塩分補給を

行うとともに、教職員に対しては、児童・生徒の健康観察に注視したり、職員

研修として救命講習を学校独自で開催するなどの取り組みを行っております。  
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 また、中学校の体育大会では、平成２６年度より生徒席全員にテントを設置

し、熱中症予防を行っております。体育大会の練習においても、その日の気温

等の状況により、定期的な水分補給、休憩をとるようにしているところです。  

 ２点目の暑さ指数と言われますＷＢＧＴ値基準以上になった場合の対処を明

確にしたマニュアルに基づいて対策をとっているかっていう御質問ですけど

も、ＷＢＧＴ値に基づく運用マニュアルにつきましては、エアコンを設置して

いる平群小学校では、保健室管理で気温と湿度の数値を参考にＷＢＧＴ値を照

らし合わせて、エアコンを使用する指標として活用しており、マニュアルの内

容につきましては、職員会議で全職員に通知をして周知をしております。  

 また、中学校におきましては、クラブ活動中は暑さ指数の値で部活を中止を

するといった基準は設けていませんけども、クラブ顧問がその日の気温や活動

場所等の環境チェックや活動内容への配慮、何よりも活動中の生徒の様子の観

察を一番の対応策としているところでございます。  

 ３点目の健康自己チェックシートを活用していますかという御質問ですが、

現在はチェックシートの活用に至っておりませんが、口頭で体調のチェックの

確認や活動中の様子を観察しているにとどまっています。今後、学校とも相談

の上、シートの導入について前向きに検討してまいりたいというふうに考えま

す。  

 ４点目の熱中症注意表示板を設置して児童に注意喚起を行うべきではという

御意見ですが、熱中症注意表示板につきましては、注意喚起という観点では効

果があると考えますので、コストバランスもあわせた費用対効果の検証を行っ

てみたいというふうに考えます。  

 ５点目の各学校にエアコンの早急設置をという御質問ですが、町といたしま

しても、エアコンの必要性・有効性については十分認識しておりますが、財政

的負担が大きいということから、学校施設全体の施設整備の優先順位を検討す

る中で、財政との協議も含めて検討してまいりたいと考えております。  

 最後、６点目のミストシャワーの設置をしてみてはという御質問ですが、近

年ミストシャワーは熱中症対策として効果的であると言われておりますので、

教育委員会としましては、各学校や園に情報提供するとともに、費用面や設置

場所などの課題や諸事情も踏まえながら、各学校・園と検討してまいりたいと

いうふうに考えております。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。具体的な熱中症対策について、るるお述べをいただ
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きましたが、冒頭お話しさせていただきましたように、今回の生駒市における

事故については、いろんな課題もあったということもニュースではありました

が、どこにおいて発生しても不思議ではないのではないかと考えます。本町に

おいては、この生駒市の事例をどのように教訓として受けとめられておられま

すでしょうか、御答弁いただきたいと思います。  

 ２点目でありますが、このＷＢＧＴですね、暑さ指数、これを対応している

のは、今、御答弁でお聞きしましたら、平群小学校と中学校においての御説明

がありましたが、それ以外の平群北小学校と平群南小学校ではどのような対策

をとられているのでしょうか。また、冒頭、熱中症指標計を各所に設置してと、

私、質問で言わせていただきましたが、今現在、この熱中症指標計、全ての学

校に設置をすべきではないかという緊急申し入れさせていただきましたが、全

校・全園に設置されている状況と、今後の方向性をお尋ねしたいと思います。  

 それから、クラブなどでの練習前に児童・生徒の健康自己チェックシートで

ありますが、これも生駒市の事例で申しわけないですが、子どもたちの体調管

理を一層進めるために、クラブ活動に入る前に健康チェックシートによる事前

の体調管理を、今回のことを通して実施されることになったそうであります。

独立法人日本スポーツ振興センターが作成されたもので、生徒用として練習前

の健康自己チェック表、また指導者用として屋外・屋内の部活動チェック表の

２種類を活用されると聞いております。平群町においては、口頭で生徒の健康

自己チェックシートの活用については行っていないということでありますが、

今、学校とも相談してシート導入について前向きに検討したいという御答弁を

いただきましたので、どうか早急な対応をしていただきたいと思います。やは

り、まず自己管理と、またクラブ顧問の観察が必要と考えますので、早期導入

をお願いしておきます。  

 ４点目でありますが、熱中症注意表示板を設置して児童に注意喚起を行うべ

きこと、これは表示板、どのようなものかといいましたら、公害等々で数値が

上がったら光が点灯したりと、そういうものでありますが、まあ、児童に注意

喚起する観点からは、担当課のほうも効果的であると考えているが、コスト面

からも検証したいということでありますので、費用も発生しますが、まあ、こ

ういうことも今後考えていただいて、子どもたちがそれを見て「あ、暑いんだ

な」と「気をつけないといけないな」と、自分で自分を自己管理できるように

するためにも、こういう設置も御検討をしていただいておきたいと思います。  

 次、５点目の各学校にエアコン設置の早急な実施が必要ではという質問に対

しては、学校施設の整備のトイレ等も、私もこれまでから何度も質問させてい

ただいております。優先順位を検討して財政協議も含めて検討したいというこ
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とであります。そのとおりであると思いますが、これだけ暑ければ、本当に体

がまいってしまいますので、国の補助金もしっかり活用をこれまでからしてい

ただいておりますが、これからももっともっと御努力いただいて、早期設置の

計画を実施をお願いをしておきたいと思います。  

 また、最後のミストシャワーの設置について、これもこれまでから熱中症対

策として毎年、予算要望させていただいてまいりました。大変効果があるとい

うことで、担当課も認識をしていただいておりますので、そんなに費用は本当

にかからないと、設置されたところにお聞きしましたら、そういうふうにお聞

きをしております。各自治体においても、このミストシャワーをある場所に設

置されて、本当に何ていうんですかね、少し温度を下げるというような効果も

大変、ある自治体でも取り組んでおられますので、どうか前向きな御答弁いた

だきましたので、この点についてしっかりと早期導入をお願いをしておきたい

と思います。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 再質問の１点目です。隣で８月にクラブ活動中に熱中症で亡くなるという、

そういった事故がありました。この教訓をどのように捉えているのかという御

質問やったと思います。  

 当然、新聞報道によりますと、これから調査委員会を設置してっていうふう

なことで、詳細の調査があると思うんですけども、報道によりますと、不適切

な指導があったというふうなことが報道されております。この事例をよそのこ

とということで考えずに、他山の石というふうに捉えて、しっかりその教訓を

平群町のほうでも生かしていきたいというふうに思います。こういう事故って

いうのは、幾ら注意しても全く起きないということは保証できませんけども、

少なくともそういうことがないように、とれる対応については対応をしていき

たいというふうに思います。  

 それから、２点目、ＷＢＧＴの件ですけども、北小、南小のほうでは各教室

に温湿度計を全て設置してっていうふうな状況はございませんので、一部設置

してるところがあったりというふうなアンバランスな状況があります。教育委

員会としては、それほど大きなシステムはありませんので、北小、南小を含め

て全小中学校、こども園のほうは設置されてるんですけども。小中学校につい

ても、設置していくっていうふうな方向で進めていきたいというふうに思いま

す。設置状況につきましては、今申し上げましたようなとおりです。  

 それから、自己チェックシートの活用につきましては、これは先ほども申し
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上げましたように、やはり最近特にやっぱりこういう事故もあってということ

かなと思いますけども、クラブ活動の前に、それぞれのクラブの中でチェック

シートをつくって、そこに記入をして気温・湿度の状況を管理して生徒・児童

の健康状況の確認をした、そういうシートを通じてチェックをしているという

ふうなことを聞いてます。これはそんなに難しい話じゃありませんので、校園

長会を通じてしっかりそういったことを進めていきたいというふうに思いま

す。  

 注意表示板につきましては、先ほど申し上げましたようなとおりで、費用対

効果も含めて、コストのことも含めて考えてまいりたいというふうに思います。 

 エアコンの設置につきましては、先ほど申し上げましたことで、教育委員会

としては、何とか進めていきたいというふうには思ってますけども、限られた

財源の中でっていうことですんで、計画的に財源が伴うというふうなことの確

証の中で進めていく必要があろうかなというふうに思ってますので、よろしく

お願いします。  

 ミストシャワーにつきましては、研究してまいりたいと思います。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。生駒市のことは本当に胸が痛みます。平群町におい

ても、同じような事故が起こらないように教訓として取り組んでいただくこと

をお願いしておきたいと思います。  

 そして、熱中症指標計、北小、南小では置かれてないということであります。

早急に今費用もそんなに、それほどかかるものではないという御答弁でもあり

ました。やはり具体的な対処をするためには、自分の感覚だけで暑い、まだい

けるかなとか、そういうものではございませんので、やはり指標計を置いて、

そしてその数値に基づいてマニュアルに対して取り組んでいかなければ、的確

な対応はできないと思います。そして、あるところで、学校のある一部で見せ

ていただきましたら、湿度計と温度計がありまして、その横にこういう指数で

すね、指数を書いておりますが、どこが一番危険なのかというところも、もっ

と明確にするような、そういう表ですね、それももう一度、再考をしていただ

きたいと思います。事前の何もないときに、こういうことをしっかりと取り組

んでおかないと、やはり不慮の事故を招きかねませんので、指標計の設置は早

急にお願いをしておきたいと思います。  

 最後に、平群の子どもたちの命を守るために、さらなる熱中症対策に取り組

んでいただくことをお願いをいたしまして、次に移らせていただきます。  
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○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、３点目の「笑顔のあいさつ運動」のさらなる取り組みということ

で御答弁させていただきます。  

 「笑顔のあいさつ運動」の取り組みについてはですね、平成２７年１２月議

会において御指摘をいただく中で、全町的な取り組みとして交通安全協会西和

支部平群町分会及び平群町交通安全通学指導及び管理職における通学指導に係

る立哨での着用を御協力を得て、地域の連帯感を高め、大人も子どもたちも互

いに声をかけ合う、声かけあいさつ運動を推進していく目的で、あいさつ運動

推進中のたすき約２５０本を提供させていただき、本年４月より啓発運動を行

っていただいておるところでございます。  

 また、本庁舎内での取り組みといたしましては、平成２８年４月１日に定例

課長・所属長会議におきまして、あいさつ運動推進中啓発ポスターを各課にお

願いをしまして、現在要請も含めてしているところでございます。笑顔とか挨

拶は、議員御指摘のように強制できることではありませんが、やはり役所はで

すね、業務種別で申しますとサービス業であります。常に住民のニーズに応え

る仕事をしていかなければならないというふうに考えております。  

 住民の皆様が来庁されますと、まずは挨拶から始まります。議員御指摘のい

ただく中で、このような認識を常にキープすることが職員に求められていると

いうことは常に感じており、立哨、挨拶及び啓発等におきまして、課長会議等

もございますので、議員御指摘の内容をよく検討し、各職場において信頼され

る職場、そして親しまれる職場を目指し、再度、本町が作成しております接遇

マニュアルの徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。昨年１２月議会で質問させていただき、課長中心に

いろんなお取り組みをしていただいたことは大変評価をさせていただきます。  

 私、二つ質問をさせていただいているんですが、それに対して少し明確な御

答弁じゃなかったのかなと。１点目は、朝１時間、役場庁舎で立哨ですね、そ

れと横断幕、また広報紙を通してということでありますが、このことに対して

の答弁を再度お願いをしたいんですが、その前にですね、全職員が役場に来庁

される町民の方々におもてなしの心で迎えらえるよう周知徹底を図って、昨年
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の議会質問での答弁ですが、生野区の「いくのスマイル宣言」も参考にして、

接遇の職員研修にも取り組んでまいりたいということで、早速ことしですかね、

取り組んでいただいたと思うんですが、それに対する効果を教えていただきた

いと思います。笑顔で挨拶できるよう町全体にわたってという前向きな御答弁

をいただいてましたので、その接遇の研修によって、このような効果があった

ということがあれば、御答弁いただきたいと思います。  

 ただですね、私もこの質問は昨年、職員の皆さんは本当に頑張ってくださっ

てることは大変感謝をいたしておりますが、やはり住民の皆様が来庁されたと

きに、やはりいろんな御意見を私もいただきます。こういうことを質問したけ

れども、役場内で余り変化がないという住民の厳しいお声もいただいておりま

す。この接遇マニュアル、どのように徹底されているのか。ですから、そうい

うこともありますので、大変無理な話なんですが、朝１時間、職員が１人、１

時間でも結構ですので、３０分でも結構ですので、毎日当番で立礼の挨拶がで

きないかと。何か一つ突破口となるようなものがないかということで、大変厳

しい提案をさせていただきました。このことについて、再度、御答弁をお願い

したいと思います。  

 ２点目でありますが、やはり目に見える形が大事だと思いますので、横断幕、

また広報紙等にも掲載をする必要があるのではないかと思いますが、これにつ

いては、今後どのように今年度中にどのように取り組みをされるのか、再度お

尋ねをしたいと思います。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 どうもありがとうございます。特に窓口にですね、住民さんが来られました

ら、まずは挨拶ということで、これにつきましてはですね、課長・所属長会議、

月に１回ございますが、あるいは課長連絡会議、これも月１回でございますが、

町長先頭にですね、挨拶運動をしていくことを常に町長の訓示の中でも、そう

いうふうに厳しく問われているところでございます。職員といたしましてはで

すね、それを肝に銘じながら、私も含めて職員に周知を図っているところでご

ざいますが、私のほうから見ますとですね、特に窓口業務で一番混むっていい

ますか、特に一番多く来庁されるところは、住民生活課のとこが一番されてお

ります。そこでは、常に管理職って申しますか、職員のほうから大きな声で「お

はようございます」ということは私の耳にもやっぱり入ってきますし、一方で

は、そういう職場もないかもわかりません。一方では、そういうことも若干で

きてない、ほぼできてないだろうと、こういう御指摘をいただいてる以上です
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ね、そういう課もあるのかなというふうにも思いますが、まずはですね、そう

いう挨拶がなかなかでき得ない、どこに欠点があるのかということも含めて、

ことし接遇研修というのをさせていただきました。参加人数は、仕事中、勤務

中でございますので、全職員が参加したわけではございませんが、その講師の

方はですね、元スチュワーデスの、今は客室乗務員ですかね、が経験のある方

で接遇について、例えば身だしなみ、爪の長さとか色ぐあいとか、そういった

ことも含めて研修をさせていただきました。どこまで浸透してるかというのは

わかりませんが、議員御指摘のことにつきましては、まずは各課からですね、

これは案でございますが、推進委員という選出をしていただいてですね、どこ

がどういうふうにしていけば気持ちよく住民様に、いわゆる気持ちよく来庁し

ていただけるかも含めて、そういった推進委員を選出していただいてですね、

そこで職員みずからですね、接遇について再度議論というのはおかしいですけ

ども、そういったところで職員みずからがやっぱり研究していかなきゃならな

いというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 また、立哨についても、１時間、朝の立哨、挨拶をしたらどうかという厳し

いといいますか、御指摘をいただいております。そういうのも含めてですね、

各課のほうからそういった推進委員を選出していただいて、そこでどうすれば

いいのかということを職員みずからがやはり考える必要があるのかなというふ

うに私は思っておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 すみません。横断幕あるいは広報紙についてはですね、横断幕についてはい

ろいろな横断幕、平群町としてのＰＲの仕方というふうに思いますが、どのよ

うにしていったらいいのか、広報紙も含めて、再度その場で検討していきたい

なと思います。どうかよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 窪君。  

○１０番  

 ありがとうございます。るる、本当に担当課長が悩まれているということは、

よくわかりました。まあ、結果的には、各課から推進委員を選出して職員みず

から、私もそれが大事ではないかなと思います。議会から言われてするとか、

そういうものではなく、まず職員の皆様が本当にこういうふうにしたら、平群

の役場が明るくて爽やかに、さらにですね、今も元気です。先ほど住民生活課

のことをおっしゃいました。私はこの質問する前から住民生活課は本当にその
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部分では、全職員が取り組んでくださっております。それが一つのお手本であ

りますので、各課によって業務も違いますので、同じようにはいかないと思い

ますが、職員みずからが平群のこの町を愛している職員の皆さんが本当に提案

されて、進まれることが一番私は大事ではないかなと思います。それの中で立

哨もあれば、それで結構ですし、一番いい形での取り組みをお願いをしておき

たいと思います。  

 それから、また横断幕、広報ですが、これは広報は全くお金かかりませんの

でね、王寺の駅ですが、よく平群の住民の方に言われるんですけれども、王寺

の駅の上がる、あの橋のところですかね、とこに大きな笑顔の町、王寺のこと

を書かれております。キャラクターを入れまして、それは本当にそれ見るだけ

でも、なんかほっとするような感覚を持ちます。そういう声がたくさんいただ

いておりますのでね、まあ、ほかのタイトルでも平群町もつくられております

けれども、やはり笑顔の挨拶っていうことは心を明るく豊かにしてくれます。

それはもうみんなが一堂にわかってることであります。しかし、強制されるも

のではありませんので、先ほど課長もおっしゃいました、役場は町の住民サー

ビスの一番の拠点の場所でありますので、私も議員として職員の皆様とともに

「笑顔のあいさつ運動」に取り組んでまいりますので、さらなる取り組みをこ

れからもお願いをいたしまして、私の一般質問終わらせていただきます。大変

ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、窪君の一般質問をこれで終わります。  

 続きまして、発言番号２番、議席番号６番、植田君の質問を許可いたします。

植田君。  

○６  番  

 議長の許可を得ましたので、大きく３点について質問をさせていただきます。 

 まず１点目は、東山駅エレベーター設置についてであります。  

 この問題は、昨年の１２月議会、そしてことしの６月議会にも取り上げをさ

せていただきました。東山駅にエレベーター設置を求める会の方々の切実な運

動が広がり、現在６，５６５筆と、その署名が広がっております。今月１日の

日に、近鉄との３回目の懇談が行われました。そこでは、第３次分として７２

４筆を近鉄のほうに提出をされています。  

 東山駅の立地は生駒市であることから、この間、早急な平群町と生駒市との

協議を進めていただきたい、これは私も議会でもそういうふうに質問させてい

ただきましたし、また求める会の方々も、そういう御要望もされてきたわけで

ありますが、そういう中でですね、その要求にやっと７月２７日に生駒市の懇
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談が行われました。その懇談を受けてですね、８月３日には求める会と、この

平群町との懇談が行われたわけですが、そのときにですね、求める会と近鉄側

との懇談内容っていうんですかね、確認した内容と生駒市と町との懇談でお聞

きした内容に大きなずれがあったということがありまして、そこで幾つか確認

をさせていただきたいと思います。  

 一つは、町と求める会との懇談の際、８月３日ですけれども、バリアフリー

法ではエレベーターを設置すればエスカレーターを撤去しなければならない、

あるいは２基設置しなければ、バリアフリー法の補助対象とならないというこ

とが町のほうから言われたわけですが、そのお答えについて間違いないのか、

ここで改めてお聞きをしておきたいと思います。  

 また、この間、生駒市とのエレベーター設置については、一定、自治体の負

担も法律の中では出てきてますので、負担割合、生駒市のほうも平群町の町民

が多いということで、その生駒市からの平群町に対する設置に係る補助に対し

ての負担の割合、どのような意見交換がなされているのか、このことについて

もお聞きをしておきたいと思います。  

 ２点目については、東山駅駐輪場の整備についてであります。  

 近年、東山の駅の駐輪場がほぼ飽和状態になってきております。この春過ぎ

からは、駐輪場以外の場所にとめておられた自転車や単車に、「ここは駐輪場で

はありませんので移動をお願いします」というタグみたいなものがつけられ始

めたと。これは住民生活課のほうがそういうふうに見回って、そういう対応を

されているというふうに聞いてるんですけれども、そのために移動されて、３

０台近くが駐輪場の中にとめる形になったと。そうなるとですね、３カ所ある

出入り口が２カ所塞がってしまったりとか、そのためによって、奥にとめては

るバイクや自転車が出れないという状況が多々あるというふうな声も住民の方

からお聞きをしております。特に午後からは、とめることすらできないという

状況の中でいたし方なく駐輪場外にとめておられるという、そういう自転車や

単車を見受けるという、私も確認させてもらいましたが、そういうやっぱり自

転車や単車がございました。そういう中でですね、担当課としては現状を多分

認識されていると思いますが、そういう意味では早急な駐輪場の増設をですね、

やっぱりお願いしたいというふうに思います。この点についてどのようにお考

えになっているのか。  

 また、あわせてですね、近年、高齢者がふえてくる中でですね、シルバーカ

ーという電動の乗り物に乗られる高齢者の方々もいらっしゃいます。そういう

方々のスペースと、今、元山上にはそのスペースがあるわけですが、東山には

現状ございません。そういう意味では、あわせてですね、改札近くにシルバー
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カー専用のですね、駐車スペースも設けていくべきではないかなというふうに

考えますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。  

 最後、大きく３点目、就学前の眼科検診についてであります。  

 これは、ことしの３月議会でも取り上げをさせていただきました。６歳まで

に斜視や弱視の早期発見・早期治療ができれば、子どもたちの良好な視力の獲

得、奥行きや段差などを微妙な距離感の識別を３次元的に捉える、そういう能

力をきちっと成長とともに発達段階に応じて確立することができる。こういう

ことで、子どもたちの健全な発達にとって非常に大切ではないかと。ぜひ就学

前の眼科検診を導入すべきではないかというふうに質問をさせていただきまし

た。  

 現在、平群町では眼科医の先生の協力もありましてですね、眼科医による小

学校１年生、４年生の検診が実施をされております。先ほども言いましたよう

に、６歳までに治療しなければ、生涯にわたる矯正視力の改善が大変難しいと

いうことから、就学前の眼科検診の必要性・重要性は町としても十分認識をさ

れていると思います。３月のときには、眼科医や関係機関とも協議をし、検討

していきたいという御答弁をいただいておりますが、その後どのような検討が

なされているのか。子どもたちは日々成長しています。子どもたちの健全な発

達に有効な眼科検診を、一刻も早く就学前の検診として早期導入をされること

を求めたいと思います。  

 以上、大きく３点について明快な御答弁をよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、大きな１点目の３項目にわたって質問いただきました。  

 東山にエレベーターの設置ということで、まず１点目のバリアフリー法では

エレベーターを設置すればエスカレーターは撤去しなきゃならないのかという

質問でございます。  

 バリアフリー法では、特に既設のエスカレーターを撤去しなければならない

とは定めておりません。しかし、東山の駅舎構造上、エスカレーターを撤去し

たほうがエレベーターを設置しやすい構造ということ、または工事費のコスト

が安価で実施できるということで、これにつきましても、近鉄のほうから確認

をしているところでございます。  

 それから、２点目につきましても、近鉄のほうからの確認でございますが、

２点目の２基設置しなければバリアフリー法の対象にならないのかという質問

でございますが、必ず２基設置しなければならないということはないそうです
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が、東山駅は二つホームがあることから、二つのホームともバリアフリー化を

実施しないと、バリアフリー化された駅にはならない、このような場合は二つ

のホームともエレベーターを設置すると、近鉄のほうから聞き及んでるところ

でございます。  

 それから、すみません、２点目ですね。２点目の生駒市との負担割合の協議

についてであります。  

 生駒市と協議は現在行っておりますが、具体的な負担割合については、まだ

協議を行っておりません。生駒市側の考えは東山駅の利用者の大部分が本町、

平群町であるということもございまして、本町に対して相当の負担をしてもら

いたいという意向であることの考えは確認をしております。今後におきまして

は、ここの問題については生駒市と平群町の協議の中で定めていかなければな

らないと思いますが、今後ですね、生駒市と協議を重ねた上で連携して近鉄と

も協議を行ってまいりたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 それでは、再質問させてもらいます。  

 今、経堂理事のほうから、バリアフリー法に関してのエレベーター設置に伴

うエスカレーター撤去の件について近鉄に確認したと。ただね、３日の求める

会との協議のときには、そういうことはおっしゃいませんでした。エレベータ

ーをつくるに当たって、撤去しなければだめなんだと。その次のね、補助基準

にもならないんだということを御明確に町当局のほうからおっしゃったわけで

すよ。これを聞いて、そこに参加された方たちはびっくりしたと。私たちも確

認をしますと、会の方がおっしゃいましてですね、町にも確認を求めたわけで

すけども、その中で国交省に問い合わせたら、そんなことは今、理事がおっし

ゃったように、エレベーターをつければエスカレーターを撤去しなければなら

ないとか、あるいは２基設置しなければその対象にならないとか、そんなこと

は一切ないんですよということを明確な、そういう答えが返ってきたわけです

ね。そういう意味では、住民との話し合いの懇談のときにですね、行政側とし

てもきちっと、やっぱりそういうとこら辺ではですね、きちっとそういう正確

な情報もですね、持ってですね、臨んでいただきたいというふうに、これはも

う今後も含めてですが、それはぜひお願いしときたいと思います。そういう意

味では、その考え方というんですか、は訂正をなさったということはここで確

認をしておきたいと思います。  
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 確かに、近鉄側が今後、あそこの駅にエレベーターを設置するときに費用の

問題、コストの問題を考えたときに、そういうふうなことも検討しているとい

う、おっしゃったようにエスカレーターを撤去してエレベーターにするという

ふうなこともおっしゃってるというのは、確かに１日の近鉄交渉の際にもおっ

しゃっていました。ただ、求める会の方たちは現状のね、やっぱりエスカレー

ターは、それはそれで必要なんだと。お仕事をされて買い物をして家路につく

ときに、あの階段を荷物を持って上るのは大変ですし、さりとてエレベーター

使おうと思えば２回、３回待たないと、近鉄側は１１人乗りぐらいのエレベー

ターを考えてるみたいですが、かかると。だから、東山の駅についてはですね、

近大病院のこともございますし、含めてですね、やっぱりエスカレーターを現

状のまま、エレベーターをとにかく１基でも、現在２番のホームが通常使われ

ておりますので、そこにやっぱりつけてほしいというのが要望なんですね。そ

ういうことも踏まえて、行政側としては、近鉄に現状のエスカレーターはその

まま残したままエレベーター設置を求めていっていただきたいというふうに思

っています。  

 この問題では、近鉄の交渉で近鉄側もね、１番ホームのところは私も調べま

したが、朝の７本しか、そのホームを使っていないって、東山発としてね。と

いうことは、近鉄側も、そこにエレベーターを設置をしたとしても、ほとんど

利用価値がないというふうな、そういう認識は持っておられました。ただ、利

用者の方々から、「何で２番ホームについて、１番にないんや」っていうような

ことがね、言われるのが困るというようなことはおっしゃっていたんですけれ

ども、やっぱり今後、生駒線が複線になるという状況も、ほぼ今のところは見

込めないです。そういう中でいけばですね、十分やっぱり１基で対応できると。

とにかく近大病院という特殊な、東山の駅っていうのは、大きな病院を抱える

ということもあるのでね、とにかく早急に、そのことも含めて近鉄と交渉して

いただきたいなというふうに思います。  

 実際ね、この間、東山の駅の乗降人員がね、近鉄発表ですが、平成２４年で

１日３，５６６人だったのが、平成２７年１１月の調査では３，８０２人とや

っぱりふえてる状況があるんですね。というのは、近大関係もかなり関係して

るんではないかなと思うんですが、乗降客がふえてるということも含めてです

ね、やっぱりこれはもう早急に必要ではないかと。安心安全にこの駅を使うと

いう意味ではですね、車椅子の方々、それからやっぱり足や腰にいろんな疾患

を持っておられる方々がエスカレーターではやっぱり不安だ、危ない、怖いん

だという方々が安心して、若いママさんも含めてそうですが、バギーを持って

子どもを連れてということになれば、やはり安全に駅の乗降ができるエレベー
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ターがぜひ必要なんだと。こういう立場でですね、行政側はですね、近鉄とも

交渉をですね、詰めていっていただきたいなというふうに思います。  

 それと、生駒市との関係ではですね、具体的にどういう負担割合でっていう

話はなっていないということだったんですけれども、当然、生駒市側としては、

それは平群町の住民が使いはるから、平群町の住民が多いからということもお

っしゃって、負担をしてくれっていうことはおっしゃってくるって、それはも

う当然といいますか、そういうことは十分考えられるんだろうなということで

は思っています。そういう中でですね、じゃあ、平群町としてどの程度ね、ど

ういう形でそれに臨もうと考えておられるのか。  

 ちょっと幾つか紹介をしておきたいと思うんですが、今回、東山駅のように

二つの行政区がまたがるといいますか、そういうところで、じゃあ、どういう

ふうにこのバリアフリー法で改善していくときにですね、その費用負担をやっ

ておられるのかということも、行政側もつかんでおられるか知りませんが、私

のほうでも、宮本県会議員の協力も得まして調べてもらいました。大阪では２

カ所、京阪電鉄の西三荘駅、これ、守口と門真にまたがっているんですけれど

も、ここでは駅の半径５００メートル県内の２市の人口割合で案分した額をそ

れぞれが負担すると。あるいは、北大阪阪急電鉄南北線、桃山台駅ですが、こ

れ、吹田市と豊中市にまたがっています。ここでは、バリアフリー化施設に市

地域の面積割合で案分された。あるいは、兵庫県のほうではＪＲの北伊丹駅、

これ、伊丹市と川西市ですが、ここでは負担すべき額の２分の１を人口比率、

で、残り２分の１を乗降客数比率で案分してそれぞれ負担を行ったと。また、

ＪＲ宝殿駅、これは加古川と高砂市にまたがるとこですが、ここでは直近のパ

ーソントリップ調査データ、これは駅の利用者をもとに利用して協議をして、

その負担割合を決めたというふうなことがあります。これ以外にもあるとは思

うんですけれども、今後、生駒市との負担割合について協議をされるにおいて

はですね、いろんな見方があると思うんですが、そういうことも踏まえてです

ね、懇談のときには平群町の血税を使うんですからと言うて、理事が再三そう

いうことをおっしゃってたのは、当然そうだと思います。だから、いかにその

中で平群町、必要な負担は必要な負担としてやるべきだと思うんですが、そう

いうことに立ってですね、きちっと生駒市との交渉をしていただきたい。  

 それとあわせて、今度は生駒市と連携して近鉄が最初におっしゃったように、

エレベーター設置に伴うエスカレーター撤去ということは、絶対にさせてはな

らないというふうに思います。そういう意味では、そこは生駒市と協力をして

近鉄に現状のままエスカレーター、とにかく１基からでもつけるという方向で

ですね、そういう姿勢で臨んでいただきたいというふうに思うんですけれども、
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この点についても、平群町としての、この問題に対する認識、それからこれか

らどのような形で臨んでいこうとされているのか、再度、御答弁をお願いいた

します。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 ２点にわたってですね、再質問いただきますが、まず１点目の件につきまし

てはですね、当然、利用者側の立場、それから設置する側の立場、もちろん個々

にございます。やはりその立場に立った形で、近鉄と交渉も重ねていきたいな

というふうに考えています。  

 それからですね、２点目の費用負担につきましてはですね、ここで町の考え

をということでございますが、考えはあることはありますが、ここでどうこう

ということは、答えは差し控えさせていただきたいと思います。生駒市さんの

考えもございます。そこは膝を突き合わせてですね、再度また交渉していきた

いなというふうに思っています。  

 以上です。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 そら、近鉄側の立場、それは近鉄は立場ってあるでしょう。できるだけコス

トも含めて費用を抑えたいと。だけど、平群町としては、平群町の住民がです

ね、最初に言いましたようにですね、６，０００超える署名が、全体でですよ、

平群町だけではありませんが。平群町では３，１０７筆、現在までね。生駒市

でも１，４４７筆というふうな形で、この署名が集まってる。それだけやっぱ

り東山の駅を利用する方たちのですね、要望が強いということについてですね、

もう少しやっぱり行政としてね、その認識をちゃんと持っていただきたい。そ

れぞれの立場がありますからって、そら、あるでしょう。だけど、平群町とし

ては、平群町の住民があの駅を利用する場合、やはり安全に安心に使えるため

に、平群町として最善のやっぱりとれる対応はとるべきだと私は思うんですね。

そういう意味では、非常になんか失礼ですが、この前の町との懇談のときにも、

平群町のそういう熱意が感じられなかったというのが参加された方々の感想で

した。やはり、平群町にお住まいの方たちが本当に平群町で安心して暮らせる

という状況を、先ほども質問にありましたが、行政はサービス業ですから、特

に住民の生命や財産を守るということの使命を負っているわけですね。そうい

う意味では、前にも言いましたが、エスカレーターあるいは階段から転落され
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て骨折をされた方も数人やっぱりいらっしゃるわけですから、一刻も早くそう

いう状況を改善するために、平群町としてね、やはりもう少し前向きにこの問

題については真剣に取り組んでいただきたいと思います。  

 先ほどの答弁ね、非常に不十分だと思うんですが、この署名の数、それから

この間の懇談のエレベーター設置を求める会の方々の思いもたくさん聞かれて

きたと思うんですが、それを受けて、平群町として本当に今後どのように進め

ていくのかっていうことも、再度、御答弁いただけますか。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 たくさんの方の署名があるということも認識しておりますし、当然、東山駅

につきましてはですね、バリアフリーのされてない駅という、３，０００人超

える中でバリアフリー化されてないということも認識をしております。ただで

すね、本町と、これは生駒市と、それから近鉄、特に負担割合につきましては、

生駒市とやはり協議もしなければならないし、いわゆる東山駅のエレベーター

につきましてもですね、当然、構造上の問題もございますし、そこを無視して

ですね、こうせい、ああせいとは、うちの町のほうからはやっぱりなかなか言

えないとこもございますが、きょう、議員からの御質問も含めまして指摘いた

だいております。この件につきましても、近鉄にきっちり申し入れもさせてい

ただいて、よりよい駅になれるように頑張ってまいりたいと思います。よろし

くお願いいたします。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 ぜひ、ほんならお願いしたいんですが、近鉄の交渉ではですね、エレベータ

ー設置に伴うエスカレーターの撤去は、ぜひこれは行政って認められるか認め

られへんかっていう言い方ができるかどうかは別にしてですね、それはもう絶

対やめてほしい。やめてほしいっていうか、現状維持でお願いしたい。そうい

う姿勢で臨んでくれはんのかどうか、それはもう近鉄の側の、まあいうたら、

考え方もあるわけですから、それが通るかどうかはわかりませんが、行政とし

て、そういう立場で臨むというふうな姿勢を持っていただきたいと思うんです

が、その点についての確認が一つ。  

 それと、生駒市との関係、これから具体的に負担割合の問題になっていくか

と思います。先ほど少し紹介させてもらった近畿圏内での各、そういう平群町

と同じような状況のときにどういう負担割合をしたのかって紹介させてもらい
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ましたし、あれやったら、またお渡ししますので、そういうとこも調査しても

らって、ただ私自身も、この東山駅、固定資産税がそれぞれ近鉄から生駒市と

平群町はもらっているわけですね。その負担割合でいきますと、平群が２１．

１７％、生駒が７８．８％ということになっています。そういう意味では、そ

れも一つのね、交渉する上でのね、材料になるんではないかなと。そういうこ

とも含めてですね、やっぱり平群町の住民の立場で、あるいはあそこの駅を利

用する方たちの立場で平群町として、今後、近鉄、それから生駒市との協議を

そういう立場で進めていっていただきたいというふうに思うんですが、平群町

はその立場で進めるというふうにお考えなのかどうか、そのことだけ１点、は

っきり御答弁願います。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 当然、そういう立場で臨んでいきたいと思いますが、特にこれは国土交通省

にも補助採択の基準もございますし、その辺もあると思います。そういう意味

では、当然使う側の立場に立ってしていかなきゃならないとも思っていますが、

いわゆる国土交通省にも補助対象としての申請方法もございますし、そこらも

あわせてですね、どれが一番いいのかも含めて、行政としてはやっぱり考えて

いかなきゃならないというふうに思いますので、決意といたしましては、そう

いう議員お述べのようにですね、当然、平群町としての立場というのもござい

ますので、しっかりと交渉してまいりたいと思います。  

 それから、生駒市との関係でございますが、そういう駅舎の負担割合ってい

うのもございますし、逆にですね、平群町がたくさん負担しなければならない

という事例もあります、その事例から見ますと。ですから、そこは生駒市さん

に対してですね、どのように負担を求められておるのか、そういうこともしっ

かりと協議をして、いい方向に導けたらいいなというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 まあ、姿勢としてはそういう方向でいきたいということはわかりました。今

ちょっと理事のほうから、平群町が逆に負担を大きく出さないといけないとい

うこともあるとおっしゃったのは、それ、どういうところでどういう事例でそ

ういうのがあるのか、ちょっと紹介していただきたいというふうに思います。  

 それとね、近鉄の１日の交渉のときにも、現状のエスカレーターを設置した
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状態でエレベーターを設置したら、どれぐらいかかるのかという金額も出され

ました。エスカレーターを撤去してエレベーター設置をすれば、１億から２億

かかるんだという、そういう試算もされておりました。今、奈良県と生駒市は

負担補助の額を決めてますよね、１，２５０万という、それぞれがね。だから、

それ以上は近鉄負担になるというふうに、それも近鉄側は認識をされていたん

ですね。私たちも当然、現状の中でエレベーターを設置するんだと思っていた

のが、近鉄側から出てきたのはそういう考えも検討としてしてるんだというこ

とだったんですね。そのときに、どれぐらいの現状のまま負担するのかってい

う割合になったときには、当然それよりか上がっていくだろうと。ただ、その

ときには、２基設置をするというのが最初におっしゃったように、近鉄は考え

てたみたいですが、とりあえず１基でおさめてくれ、１基でと、緊急にという

ことになれば、またそこの費用負担は変わってくるわけです。その金額につい

ては、近鉄側のほうから、ほんまに試算なんで、試算というか、あれなんで、

その数字がひとり歩きをしてしまうというのはちょっと困るということで、そ

れは言いませんが、とにかく今の現状をどうすることが一番利用者にとってベ

ストなのか、あるいは住民の方々が望んでいるのかっていうことは、理事も十

分認識をされていますので、それはそういう立場でですね、平群町としては生

駒市とも近鉄とも、その交渉には望んでいただきたいなというふうに思います。 

 先ほど聞いた、平群のほうが負担が多くなるような事例もあるみたいなこと

をおっしゃったんですが、その点についてちょっと聞いときたいと思います。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 私のほうに入手している事例と申しますのは、多分議員と一緒かもわかりま

せんが、いわゆる駅舎負担割合でいえば、約２対８になる。利用者割合ってい

うの、あるいは半径５００メートルということになれば、当然、平群町は多い

わけでございますので、そういう意味で平群町が多くなるかもわかりませんと

いうことでお話ししてました。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 ということは、私が最初に言った、これ、どこや、京阪の西三荘駅かな、こ

こが半径５００メートル範囲内での人口の割合だということだと思うんです。

ただ、先ほど言いましたように、そうじゃないところもたくさんある。まず、

こういう二つ行政区をまたがる駅っていうのは少ないかもしれへんけど、それ
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で全てがやられてるわけではないですからね。先ほど言ったように、バリアフ

リー化の施設の面積割合でやってるとか、先ほど私が言った、固定資産税も一

つの指標になるとは思いますよ、交渉のね、があるわけですから、そこはです

ね、平群町としてどうすることが一番いいのかっていうことはおのずと出てく

ると思うんですが、そのことも含めてですね、そのことは十分踏まえた上でで

すね、一刻も早くですね、東山駅に安全安心に使えるためのエレベーター設置

がですね、１基でもとにかく早急に行えるように平群町として最善の努力をし

ていただきたいし、そのための関係機関との交渉、懇談もですね、やっぱり積

極的に進めていただきたいというふうに思います。  

 以上で、この件については結構です。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 大きな二つ目の東山駅駐輪場整備についての御質問にお答えいたします。  

 一つ目の早急な駐輪場の増設ですが、以前には東山駅改札前やバス停など、

駐輪場以外の場所に自転車やバイクが多数とめられておりましたが、町独自で

数カ月前から撤去依頼の絵符をとりつけています。その効果により、現在では

改札前など駐輪場以外の不法駐輪の数は少なくなりましたが、駐輪場にとめる

自転車やバイクが多くなり、「駐輪場が狭い」と苦情の電話が多くなっているの

が現状であります。  

 東山駅前は整備活用もされており、周辺で駐輪場として使用できるスペース

が限られております。しかし、御指摘のとおり、現状の駐輪場では手狭になっ

ていることも認識しておりますので、各部検討を行っているところであります。

場所については、現在検討しているところで、関係部署と今後協議を行い、増

設場所の選定をしていきたいと考えております。  

 続きまして、２点目の改札近くでシルバーカー専用の駐輪スペースを設ける

ことについてであります。  

 改札近くでシルバーカー専用の駐輪スペースの確保に向け、関係部署との協

議を行ってまいりたいと考えております。改札場所近くの設置ということにな

れば、歩行者への安全な誘導ということでは、十分な配慮が必要になる場所で

あると思われることから、即時の設置が難しいと考えておりますので、とりあ

えずの対応となりますが、現在使用している駐輪場に１台分のシルバーカー専

用のスペースを確保する方向で進めてまいりたいと考えております。  

 以上、答弁としては終わります。  

○議  長  
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 植田君。  

○６  番  

 今、担当課のほうから十分、東山の駐輪場が飽和状態になっているという認

識は持たれているようです。確かに違法駐車を取り締まるということでは、担

当課としてはそうなのかなとは思うんですが、それならば、やはりその違法で

ないところにとめてもらうスペースをですね、やっぱり確保するのが、それを

しながらやるっていうんやったらええねんけど、それだけするっていうことの

ね、やっぱり何ていうの、姿勢っていうのは私はいかがなもんかなと思うんで

す。実際にそうやって住民の方からも苦情ふえたっておっしゃってるわけです

から、それはそうでしょう。今までとめれてたとこは次行ったら、いっぱいで

とめられなくなってきたっていうのは出てくるわけですからね。大体、午前中

８時半ぐらいを過ぎれば、そういう状態が発生してくるという状況がですね、

雨天のときとはちょっとまた違いますけれども、あるわけですから、今どこに

増設場所の検討をしているかというふうなこともおっしゃってたんですが、そ

れが決まるまでね、何とか緊急的にとめれる場所っていうのは確保できないも

のなのか、その考えはあるのかないのか。それと、今現在どういうところでそ

ういう検討をされているのかという点については、再度お聞きをしておきたい

と思います。  

 それと、シルバーカーの部分では、現状のところで一つ、シルバーカー用の

スペースをとるということですので、それはそれでありがたいんですが、今、

飽和状態になるところでシルバーカーのスペースをとれば、まあ、これは難し

いとこですね。その分またはみ出しが出てくるわけですから、そのこともとり

あえず、シルバーカーに乗られるという方は、高齢者の方であったり、お体の

不自由な方がそういうのに乗られるわけですから、それはそれで必要かなとは

思うんですけれども、そこら辺、とにかく一刻も早く今の現状を改善するため

に、平群町としてどうするのか、とりあえず、そこ決まるまで新しい駐輪場が

できるまで緊急の駐車スペースを設ける考えはあるのかどうかも含めて、御答

弁願います。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 今、担当課のほうで検討してる場所が道路敷、歩道であります。歩道の中で

の確保ということで検討を進めておりますが、そこをすぐに応急的に仮の状態

で駐輪場ということでは、今、歩道も道路法に基づく道路ですので、そういう

ことでは簡単にできないということで考えております。  
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 以上です。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 今、考えてるのが歩道のところにというふうにおっしゃったんやけど、どこ

の歩道、自動販売機の前のあたりの歩道ですか、それとも今ある駐輪場の前も

結構広い歩道になってるんですけど、その駐輪場に近いところ、時々入れれな

くてとめてはる方たちがおられるんですが、そこのことを考えておられるのか、

もう少し具体的に御答弁願いたいと思います。  

 やはりね、それはそれで広げていただくことはあれなんですが、本当に緊急

避難的にできるところが全くないのかどうかというのは、もう少し考えていた

だきたいなというふうに思います。  

 それと、いろいろ時間がかかるようなことをおっしゃってたんですけど、ど

れぐらいをめどに整備をされるお考えになってるのか、その点も含めて御答弁

願えますか。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 検討してる場所については、現在の駐輪場の前の細い幅のところと、あと辰

巳ビルの前の歩道の広いところの一部、それとバス停の前など、いろいろ検討

しております。ただ、歩道も自転車、バイク、車両ですので、歩道を走るわけ

にはいかないので、駐輪場までの町道ですね、道路を設ける必要がありますの

で、その辺の協議とか、いろいろ要しますので難しいということになります。  

 期間については、駐輪場もですね、そういう期間、今の答弁しましたような

協議とかに要する期間は、１２月をめどぐらいに一応考えております。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 なんか、もうようわからん、難しいからできへんのかなって思いきや、１２

月ぐらいにめどに考えてる。ほんなら１２月には、そこに駐輪場としてとめら

れるスペースが、そうじゃないのかな、確立をできるのか。私、聞きたいのは

いつ、じゃあ、とめられる状況になるのかっていうことが聞きたいんですよ。

そのことがわかれば、住民の方に周知もしてもらえれば、ある程度安心もされ

ると思うんですが、今現状そうじゃなくて、とにかくここへとめたらだめです

よということだけで、移動してくださいっていうことだけで、タグなんか３枚
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も４枚も張られている方もいらっしゃるとお聞きして、そこへ行ったときには、

もうとめれないからそういう状況になってるんやと思うんですけどね。いつ使

えれる駐輪場の増設ができるのか、この点について、もう少し明確な御答弁い

ただけますか。それが１２月にできんのかどうか、今めどにっていうのはそう

いうことだったのかどうか、御答弁よろしくお願いします。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 １２月までには協議を行うということで、その後、新年度、仮に協議がまと

まれば設置、整備とか、いろいろ予算的な面も発生しますので、そういうこと

もありまして、仮に協議がまとまって予算とかがつきまして、整備とか期間も

要しますので、仮にそういう状態になったときには新年度、来年の９月とか、

その辺の時期までには整備ができるかなというふうに考えておりますが、何分

協議もまだこれから行っていきますので、その辺は未定ということで、はい。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 ９月までっていうことですので、非常に長いなと。今、状態があんな状態で

あるわけですからね、もう少しちょっと早急な対応ができないのかなというの

が正直な思いです。この状況を担当課でも知ってたわけですから、先ほどちょ

っと聞いててあれだったんですが、答弁なかったんですが、臨時的にね、もう

少し置くスペースが確保できないのかということもお聞きしたんですが、そこ

ら辺は全くないんですか。その点について御答弁願えますか。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 先ほども答弁させていただいたと思いますが、自転車、バイクは車両ですの

で、車道から入るというのが基本になりますので、歩道をまたがって歩道の中

で駐輪場を設けるということでは車道がない状態になりますので、臨時的でも

難しいというふうに考えております。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 車道を通らなければならないから車道から入るのでということやったら、ほ

んなら、今の駐輪場っていうの、あそこ通らな行かれへん、車道があるんです
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か。私、歩道という感覚やってんけど、平群町の方は皆さん、あの電話ボック

スの横の辰巳ビルさんの横のとこ入っていかはるけど、あっこに車道ってある

んですか。そこ通って皆さんとめていかれるんやけども、そこ、どうなんです

か。今、ほんなら、通ったらあかんとこ通ってはって入れてるって、そういう

ことなんですか。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 あの分につきましては、幅員は狭いということですが、そういう車両が通れ

る、自転車、バイクが通れる道になっております。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 どこにあるのか、私もようわからんのですけどね、どこに道路敷があるのか

っていうのは全くわからないんですけども、通常ね、やっぱりそうやって違法

の駐輪を取り締まるんであれば、当然それが退避できるっていうか、かわりに

なるところをね、設けてやるのが私は行政側の対応だと思うんです。それがな

いままに結局、違法駐輪だけを取り締まってですね、行く場がない、つくって

しまうことは非常に行政として不十分っていうか、行政としてやるべき対応で

はないなというふうに思いますので、９月というふうにおっしゃってたんです

が、できるだけ早くですね、今の状態を改善できるように、担当課として責任

を持って取り組んでいただきたいんですが、その点についての担当課としての

決意だけお聞きをしておきたいと思います。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 今、議員申されました、町が行っているのは町独自で撤去の依頼ですね、歩

行者の安全とか、元山上口では歩道ということで、駐禁とか警察のほうで切ら

れたりすることもありますので、東山のほうではまだそういうことがないんで

すが、そういうことで町のほうは行ってまして、それと整備に必要なほんまに

満杯かどうかという確認も、ここ何カ月か行っておりまして、次のうち何日か

はほぼ満杯という状態があるということが、その集計で把握できましたので、

そういう増設に向けてできるだけ早い時期に増設できるように取り組んでまい

ります。  

○議  長  
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 植田君。  

○６  番  

 担当課のほうとしても、そういう状況は台数も含めて確認してはるようです。

住民の方からもバイクで８０台以上、日々とまってるし、自転車にしても６０

台近くは毎日、大体とまっているという状況があります。ただ、天候の関係も

ね、こういうとこは左右する部分はあるんです。もう雨が降るってわかってい

る場合は乗ってこられないということもありますので、ただやっぱりそういう

ふうに必要性を感じておられるということは、そういう状況が往々にして、常

にある状況に近いということだと思いますので、この点については、本当に早

急に対応していただくようにお願いをしておきたいと思います。  

 この件については以上で結構です。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 それでは、植田議員の大きい３点目の就学前の眼科検診について御回答いた

します。  

 さきの３月議会でも、植田議員より御質問をいただいて答弁させてもらって

おりますが、３月議会以降、町内の眼科医との懇談を数回行うとともに、町内

の就学前施設についての視力検査についての調査を実施しました。また、啓発

ポスターを作成し、こども園、子育て支援センター、プリズムへぐりにおいて

啓発に努めております。しかしながら、プリズムへぐりで実施している１歳半

健診、また３歳半健診についても、月齢が上がるほど受診率が低下している現

状から、受診勧奨を行っても受診しない。発見しても治療されないという現状

があることから、まずは検診の実施よりも保護者に子どもの目について関心を

高めることが最重要課題だと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 もう非常に情けない御答弁だなと思うんですが、私も言いましたように、１

歳とか３歳の健診で受診率が下がってると。それは上げる努力はしてもらわな

あかんと思いますよ、子どもの、まあいうたら、健やかな成長をね、町として

子育て優先の町ということをおっしゃるんであれば、奈良県一っておっしゃる

んであればですね、それに伴うような状況をどうつくっていくのかというのは

問われるわけですよね。これ、眼科医の先生とも協議をしてこられたというこ
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ともちょっとお伺いしたんですが、眼科医の先生としてはどのように、この就

学前ですね、とにかく６歳までにやっぱりきちっと眼科医によるベストはそう

なんですね、検診をするということが、それ以後の子どもの成長の段階でです

ね、弱視だとか、そういうものが、それを超えてしまえば、ある程度確立して

しまうから、強制的にそれをしようと思っても、十分な回復は認めないという

ことは、眼科医の中ではそういう認識があると思うんですが、平群町は今最初

に言いました１年生と４年生で眼科医の先生が、まあ、近隣では少ないと思い

ます、眼科医の先生が学校保健法に基づく眼科検診をされてるっていうのはね。

そこの点についてはね、先生との協力もあるし、平群町としてもやろうという

ことでやってくれはった、このことは非常に大事だなと、頑張ってくれたなと

思うんですけども、就学前の子どもたちについての眼科検診の意義について、

それについては、３月議会でも必要性は十分認識してるっていうのは担当課も

おっしゃった。眼科医の先生にも、多分そのことで相談をかけたと思いますが、

先生はどのようにおっしゃってるのか、そのことも含めて御答弁願えますか。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 再質問にお答えをさせてもらいます。  

 町内のですね、まず施設においてですね、視力検査の受診率は９９．４％、

これ、先ほど申しましたように、こども園と幼稚園をさせてもらった結果です

けども、受診率は９９．４％になってます。その中で疑い者を含む異常ですか、

勧奨率は１５．２％となってます。また、精密検査の受診率は８３．８％とな

っております。まだ、その中で未受診者がおるということで、その点について

は各関係者、養護教諭や、こども園の看護師がフォローをやっております。  

 専門の眼科医の先生とお話をさせてもらった中ではですね、さまざまな角度

から検討を行ってまいりました。集団検診となればですね、機械の費用がかか

ります。それと、先生が使われるんであれば１５０万円の費用を出してもです

ね、まあいいかなということやったんですけども、それを通年にわたって使う

分じゃなくて、たまにしか使わないような状況であればですね、機械の精度も

落ち、故障の原因にもなるということが言われてます。また、当然、専門のス

タッフであるとか、医師、お医者さんの人件費もかかるということが予想され

ております。  

 また、個別検診となればですね、町内の眼科医の先生が一つということから

ですね、今でもかなり負担をしていただいてるんですけども、またそれ以上に

かけるということになります。そういう話でいろいろ相談をさせてもらった中
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でですね、当然、以前からですね、６歳ごろに視力が完成しますので、弱視等々

の治療をしなければ、生涯にわたる矯正視力が改善しない可能性があるという

ことも、先生もおっしゃってました。ただ、先生とお話しする中でですね、眼

科医の先生が平群町内におられるっていうことも含めてですね、受診率がかな

り上がってると、そういうことをおっしゃってました。  

 それと、小さいお子様なんで、結膜炎であるとか、そういうことでかなり受

診されてる方が多くてですね、こういう精密検査を受けなさいと言われる勧奨

された方についてもですね、ほとんど先生はフォローしているという話もされ

てました。そういう中でですね、当然、１００％の人がですね、勧奨されても

行かないということも含めてですね、今後、当然保護者に対する啓発が最も重

要課題と考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 そしたら、担当課のほうとしては、今やってるので十分だと。眼科医の先生

による就学前の検診は、まあ必要ないというふうにお考えだというふうに聞こ

えたんですけども、そういうふうに受け取ってよろしいんですか。その点につ

いて再度、御答弁を願います。  

 私は絶対、この問題は必要だと思うんですね。実際、平群町の在住の子ども

さんが学校の健診で引っかかって、それから精密検査を受けたところ、遠視性

不同視弱視と診断されたということで、６歳になってからだったのでですね、

長期にわたって治療が行われるという状況も出てるわけですし、これ、３月議

会のときにも言ったかもしれませんが、奈良市のほうで行った保育園での検診

でですね、３歳、４歳児かな、の異常が見つかってですね、眼鏡をつけること

で就学前には適切な視力が得らえたということですので、とにかくやっぱりそ

ういう意味では、その回数っていうんですかね、をふやしていく。とりわけ平

群町の先生は、これ以上、手いっぱいだからできませんということをおっしゃ

てないのであればですね、やっぱりそこはちょっとやっていただきたいという

ふうに思うんです。  

 費用面についても、今現状、２７年度の決算でも、１年生と４年生のときに

眼科医の先生に来ていただいて検診をしていただく費用としては２５万程度、

平群全体ですね、かかってると、決算ではそういうふうに出てたんですが、と

いうことは、これは２学年ですから、まあ、就学前の一定５歳児となれば、１

学年でその半分、１２万５，０００円ぐらいで、その検診にかかる費用として
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は考えられるんではないかなと思うんですが、それ以上に５歳児検診の場合は

お金がかかるわけですか。それはお医者さんの協力は絶対的にそこは必要やと

思うんですよ。ただ、費用的にいえば、それぐらいっていうたらあれやけど、

その程度の費用で子どもたちの将来にわたる視力をきちっと異常を見つけてで

すね、確保できる状況、改善する状況をつくり出すことができるわけですから、

そこはやっぱり平群町としてほかにないね、そういう先進的なことをやってる

んであれば、それこそそれも平群町としてのやね、子どもの健やかな成長を応

援する、あんた、子育て県下一の町、目指しはるんやったら、そういうことも

私はいろんなことが積み重なって、その平群町の人口増につながっていくと思

うんですが、再度その点についてお聞きをしておきたいと思います。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 再答弁させていただきます。  

 当然ですね、議員お述べのようにですね、大事なことやと思ってます。当然、

６歳までにはね、何回も同じこと言うてますけども、当然ね、そこで見つけな

ければ、将来にわたってということもありますので大事やというふうには思っ

ています。ただ、今現在ですね、費用の面とかですね、いろいろ御相談をさせ

ていただいてます。その中でですね、大概ですね、お医者さんのほうのですね、

協力を今はすごくしていただいておってですね、それでやっぱり病院の医院の

機械を使う、そしてそういうスタッフも使う、先生も使うとなれば、やっぱり

それ相応の負担をということは当然出てくるかと思います。先生は金額的なこ

とは詳細は言われてません。まあ、「平群のために」ということはおっしゃって

いるんで、すごくありがたいお言葉をいただいているんですけども、ただやっ

ぱり先生が言われるのは、「まず勧奨せなあかんやろう」っていうことは第一に

言われております。  

 当然ですね、治療勧告ですかね、それから早期受診ということをですね、徹

底的に関係各所と連携をするということが、まず一つ目の課題。そして、保護

者の方にですね、今年度、２８年度からですね、チラシを配布させてもらって

ます。該当になる４歳児、５歳児の方に、それからプリズムで行う３歳半健診

も、保護者に対してもチラシを同封させてもらっております。そういうふうな

形で親への啓発活動にも取り組んでおります。当然、幾ら啓発してもですね、

不足になるかと思います。それで、できるだけポスターについてもですね、こ

としよりも来年はもっといいものをつくるとかいうことで、もっともっと保護

者の方に、この重要さというのも認識していただきたいというふうに思ってい
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ます。私どもも、そういうふうに意義あるものやというふうには思っておりま

す。  

 以上です。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 何遍も、これ以上あれなんかもしれないけども、１点ね、就学前の検診、先

生も勧奨、そのことを伝えることが大事だということは、それはそうだと思う

んですけれども、スタッフとか、いろいろとおっしゃったんやけども、今現在

の小学校で行ってる検診以上の検診を、まあいうたら、その発見をするために

は費用もかかるし、それなりの状況もつくらなあかんというふうなことなのか

どうなのか、そのことがちょっとわかりにくかったんやね。私もちょっと知り

合いの先生にお聞きをしたんですが、眼科検診のあり方としてね、理想的なの

は、視力検査をした上で眼科医が頭位と眼位の診察を行うということで、ある

程度、専門的な知識を持った先生ですから、それによって短時間でそういう発

見が１００％とは、それは全て言えないとは思うんですが、やっぱりそういう

専門的に眼科としてやられてる先生であれば、そういうことによって可能な、

そういうのを発見できるということがあるというふうにお聞きをしています。

まあ、難しい場合は視力検査のみでも、スクリーニングにはなるというふうに

もおっしゃってたんですが、理想としては、そういうふうに眼科医が頭位と眼

位の診察を行う。短時間でそれはできる方法なんだということもお聞きをして

いるんですが、今お聞きしたやつ、何か大層な検査をせなあかんようなふうに

受けとめたんですが、それはそういうことなんですか。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 精密機械というふうに先生はおっしゃっておりました。それで、原則的にで

すね、動かすというのはですね、やっぱり機械にとって、精密機械なので動か

したくないと。それはできるだけしたくないというふうな先生の判断でした。

それで、やはり先生がですね、できる限り、そういうふうな医院でちゃんと見

たいというふうにおっしゃってる、そういうことであればですね、やはりそう

いう機械を使ってということになるかと思います。費用面が一番絡んでくるん

ですけども、やはり費用面と当然、その費用対効果も含めてですね、もっとも

っと考えていかなければならないというふうには思っております。  

○議  長  
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 植田君。  

○６  番  

 機械のことをおっしゃった、今、小学校の１年生、４年生でやってる検査は

そういうものではないということなんですね。機械を持ってきてもうてやって

もらってる、そういう状況でないということなんですね。だから、それと異な

って、やらなあかん意義っていうのは、先生は先生にあると思うんですけども、

そこら辺、先ほどちょっと紹介しましたように、そういうふうな頭位と眼位の

診察を行うということでも、ある程度発見ができると。とにかくそういう機械

をふやしていくということで、それは先生のやり方っていうのはあるのかもし

れないんですけども。やっぱりそこら辺をね、とにかく６歳までにその発見が

できる環境をどうつくるのかっていうことが、私は必要だと思うので、そこは

ですね、やっぱり先生とも協議をしていただいて、また協力いただける先生な

んかにも協力いただくということが必要かなと思うんですが、今言ったように、

その大層な検査は１年生と４年生ではそんな検査ではないという形で眼科医の

先生は。そこの違いがあるのかないのかね。そこら辺だけ、もう少し答弁願え

ますか。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 お答えいたします。  

 精密機械につきましてはですね、基本的に小学校のほうに、まあ、これはね、

持ち出すことは本来あかんということを言っておられるんです。ただ、それは

ここでお答えしていいのかどうかわかんないですけども、やはりそれは先生の

御厚意であるということやと思います。当然、持ち出すことはだめっていうこ

とを言われているんで、今後新しいことをするに当たってはですね、ちょっと

ということを言われてるんで、申しわけございませんけども、精密機械を使っ

てですね、医院のほうでするっていうことになれば、それなりの費用もかかる

ということを御理解いただきたいと思います。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 今、御厚意の範囲でやってもらってるというようなことだったと思うんです

が、ただね、それはいろいろ考えなあかん部分はあるかと思いますが、とにか

く就学前にやる意義っていうのがね、非常に大きいということはありますので、

その機械を持ってきてやってもらうことがいいのか、まあまあ、それまでして
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もらえたらいいんやろうけども、そうじゃない方法も含めてね、だって子ども

たちは毎年毎年成長するわけですから、今５歳の子も来年度は６歳になるわけ

ですからね、そうなればまた、まあいうたら矯正をやっても視力が獲得できる

かどうかという状況の枠から外れてしまうこともあるわけですから、先ほど私

が言いましたようなことも含めてね、大変な機械を使わない状況でも、とにか

く検診をふやして６歳までに眼科医の先生に診てもらう状況をつくということ

では、担当課のほうとしても、ぜひ頑張っていただきたいなと。そこら辺にも

先生の協力は要るわけですが、そこら辺も含めてですね、やはり一刻も早くそ

ういう状況、検診の回数をふやしてもらって、就学前に眼科検診ができる体制

をつくっていただきたいというふうに思います。  

 以上で私の一般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、植田君の一般質問をこれで終わります。  

 １１時１５分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時５９分）  

 

再    開  （午前１１時１５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 続きまして、発言番号３番、議席番号４番、森田君の質問を許可いたします。

森田君。  

○４  番  

 ただいま議長の許可をいただきましたので、通告どおり、大きく３点質問い

たします。町長には、質問に真摯に向かい合っていただくことを冒頭、お願い

いたしまして、質問に入ります。  

 １点目は、清掃センターの更新計画などについてであります。  

 一般廃棄物のごみを処理する町の施設「清掃センター」は、平成４年に稼働

して既に２５年が経過します。平成１１年、１２年には、ダイオキシン対策と

して焼却炉、フィルターなどの大規模な改造工事を行い、近年は焼却炉の補修

工事などを行い、延命を図っています。しかし、焼却炉の耐用年数は、一般的

に２０年から３０年と言われていることから、あと５年で耐用年数に達します。
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寿命ということであります。このことから焼却炉の更新や清掃センターを建て

かえると多額の費用を要し、また新しい場所で建てるとなると、計画から稼働

まで１０年近い期間を要する場合もあります。清掃センターの更新は、平群町

の喫緊の課題であり、最重要課題と言っても過言ではありません。昨年９月３

日に開かれた議員全員協議会で、天理市などが進めている一般廃棄物広域組合

に参加しない方針が示されましたが、あれから１年たちますが、その後いかが

なっておりますか。  

 この件で、他の議員が平成２４年１２月議会で同種の一般質問で町長は、「平

群町の最重要課題であり、なおかつ喫緊の課題であるというふうに認識してお

りますので、早急に町内協議を始め、場合によりましたら、近隣の市町村との

話し合いも必要ならば入っていきたい」というふうに言っておられました。あ

れからもう４年近くなります。ごみ・し尿の一般廃棄物の収集・処理・処分、

火葬、上水の供給などは、住民生活に直結するもので１日とも欠かすことがで

きないもので、町は何を差し置いても行う責任があります。  

 それと、町は平成２７年７月に一般廃棄物処理基本計画を議会に示し、それ

によると、家庭系ごみの排出量をごみ有料化３年後の平成２８年まで、平成２

３年度比で２０％削減、３４年までに３５％削減することになっています。一

方、事業系ごみは、３４年までに平成２３年度比で１０％削減する計画になっ

ております。具体的には、平成２３年の家庭系ごみ５，２７２トン、事業系ご

み１，１１４トン、計６，３８６トン、１人１日当たり８７０グラムを、５年

後の平成２８年には家庭系ごみを４，２１７トン、事業系ごみを１，０６４ト

ン、計５，２８１トン、１人１日当たり７５０グラムに、最終年度の平成３４

年に家庭系ごみを３，４２６トン、事業系ごみを１，００２トン、計４，４２

８トン、１人１日当たり６７４グラムにする目標になっています。平成２７年

度の実績を見ると、家庭系ごみは４，０７１トンで、平成２８年目標の４，２

１７トンを既にクリアしていますが、事業系ごみは基本計画策定時の２３年の

１，１１４トンよりふえて、１，３６９トンになっています。このような状況

下で、本当に目標を達成することができるのでしょうか。このことにつきまし

ては、さきの決算委員会でも指摘があり、バイパス沿いの商業施設の出店によ

ると答弁がありましたが、私はそれだけではないと思います。  

 なお、先ほどの基本計画によりますと、目標を達成するために排出抑制、再

資源化、公民連携による取り組みの促進を掲げていますが、それをやっても可

燃性ごみはゼロにならないわけであることから、私は町のごみ焼却場は必要だ

と思います。  

 ２点目は、都市公園の中央公園・北公園の利用促進、利用拡大についてであ
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ります。  

 町の都市公園は２カ所あり、一つは中央公園で１１ヘクタールあり、第１期

は平成７年７月、第２期は平成１０年４月にオープン、もう一つの北公園は１．

４ヘクタールで平成１０年４月にオープンしまして、多くの住民に親しまれて

いるわけで、住民の健康づくりに貢献しております。  

 この都市公園は、近隣町に比べて立派な施設と言えるわけで、平群町の一番

の目玉施設は都市公園と言っても過言ではありません。町の資料によりますと、

昨年度の利用者は中央公園で３万４，４２４人、北公園で３万３，６６０人、

計６万８，０８４人の人が利用しており、この都市公園の管理を指定管理で町

地域振興センターに委託しており、光熱水費を含めた委託料は１，８１０万で

住民１人当たりにすると９５０円、約１，０００円となっております。この金

額には、併設のスポーツ施設の管理料は含まれておりません。都市公園の管理

料が高いか安いかは別として、公園の立地が南北に偏ってるとはいえ、スポー

ツ施設を備えた公園にしては利用者が少ないのではないでしょうか。特に中央

公園の面積は１１ヘクタールと広く、管理料が１，３２５万円もかかっていま

す。また、北公園は生駒市に隣接していることから、生駒の方も利用されてい

ることが少し気がかりになるところでございます。  

 一般的に健康寿命を延ばす秘訣は足腰を鍛えることだと言われております。

歩くことや自転車に乗ることで足腰が鍛えられるようであります。健康長寿奈

良県一を目指す平群町は、住民に散歩、散策、ウオーキングをもっと奨励して

都市公園の中央公園、北公園の利用促進、利用拡大を図るべきではないでしょ

うか。住民が健康に過ごすことができれば、国保会計の改善になると思います。 

 そこで、４点質問します。  

 一つ目は、ここ数年の利用者の推移はいかがなっておりますか。また、利用

者のカウント方法はどうのような方法で行っていますか。  

 二つ目は、中央公園は開園して２０年がたち、また北公園は１８年がたちま

すが、課題、問題点はありませんか。  

 三つ目は、中央公園内の西宮古墳の管理のことですが、県施設になっている

ようでありますが、草ぼうぼうで町管理の公園と違って管理が行き届かないよ

うになっております。聞けば、国の所有だそうですが、国や県なりに草刈りな

どの管理をお願いできないかと質問通告いたしましたが、先週末、中央公園に

まいりますと、きれいになっておりました。どなたが草刈りをしていただいた

のでしょうか。また、今まではどうされていたのでしょうか。  

 四つ目は、町はお金がないからといって都市公園をなくすことはできないわ

けでありますから、町として抜本的な利用促進、利用拡大を何か考えているの
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でしょうか。  

 なお、中央公園が私の自宅から近いもので、朝ウオーキングによく利用しま

すが、公園内の木々は四季折々の花が咲き、花は季節によって表情を変えます。

本当に季節の移ろいを感じ、癒される公園です。また、野鳥のさえずりや虫の

音も耳にすることができます。木々の剪定や芝生の刈り込みは本当に行き届い

ております。自然味あふれる公園になっているわけでございます。  

 ３点目は、暫定平群西線の進捗状況等についてであります。  

 駅周区域の北側の敷地は、都市計画道路「平群西線」の交番から近鉄生駒線

の区間の道路が完成しないと接道要件を満たさないことから、私は一般質問で

たびたび取り上げ、とりあえず駅周の完成の２９年度末、平成３０年３月末ま

でに、町が責任を持って暫定道路をつくるという答弁がありましたが、あと１

年半しかありません。暫定と言っても、町道を新しくつくるわけですから、法

手続を行い、これから予算計上して設計、用地買収、入札、工事になるわけで

すが、本当に３０年３月末までに暫定道路をつくることができるのですか。い

ささか疑問に思います。できなければ本当に大変なことになると思います。そ

のことから暫定道路をつくるスケジュールをお尋ねします。  

 今年の３月議会でも同様の質問をしましたところ、前任の課長は「既存の４

メートル町道を６メートルに拡幅して接道要件を満たす」、「拡幅に当たっては

道路法の手続が必要で、築造費は概算ですが１，０００万程度かかる」、また「財

源は町単費」と答弁がありました。しかし、既存の町道東吉新９５号線の拡幅

で本当に接道要件を満たすとは、私は到底思えません。町は暫定道路のスケジ

ュールを今日まで議会に示さないのは、駅周組合は予定どおりできると言って

いるが、町は予定どおり完成しないと諦めているのではないかというふうにも

とれます。平成３０年３月末に完成しないと、残りの交付金、補助金の交付を

受けられず、駅周事業はにっちもさっちもいかなくなるようではないかと危惧

しています。  

 それと、事業認可後、街区を大幅に変更したため、変更認可に２年近くを要

したと聞いております。それによって仮換地や工事が進められなった結果、予

定どおりの交付金や補助金の交付が受けられるかどうか微妙な状況になってい

るのではないかと思います。このことから事業認可後、街区の変更を大幅にさ

れた経緯をお尋ねします。万が一、駅周組合に起因して事業が予定どおり完成

できず、残りの交付金、補助金の交付が受けられなかった場合、それを町が負

うようなことになれば、おかしな話で、住民の理解と納得が得られないと思い

ます。  

 過去のことはわかりませんが、駅周事業については議員も責任があると言わ
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れる方がいらっしゃいますが、私はそうは思いません。仮換地の割り振り、地

権者との交渉、工事、資金繰り等、全て駅周の組合の責任で執行しておられる

わけで、全ての責任は駅周組合にあるのではないでしょうか。これが基本だと

私は思います。住民の方から駅周事業の事業主は駅周組合ですと言っても、け

げんな顔をされます。というのも、あれだけ町広報紙や住民説明会の資料で何

の注釈もつけず、駅周のことを取り上げていれば、住民の方は町がやっている

ように思われても仕方ないのではないでしょうか。昨年の住民説明会の資料を

見ても、「町の活性化のため商業店舗の誘致活動も行っています」と書かれてま

した。住民が期待される内容になっております。そうであれば、この１年間、

町長は誘致活動に額に汗されたんでしょうか。昨年１１月の住民説明会３カ月

後の３月議会の私の一般質問で町長の答弁は、「この時期、駅前に民間企業が進

出するということは非常に厳しい状況でございますので、その中でいろいろ考

えた結果、文化センター・図書館という結論でございます。これによりまして、

民間企業も動いてくれるのではないかと思っております。」でした。私にいえば、

何の責任感もないんじゃないかというふうに思います。町長、政治は結果責任

です。  

 以上が私の一般質問です。簡潔明瞭に御答弁ください。よろしくお願いしま

す。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 １点目、清掃センターの更新計画についての御質問にお答えいたします。  

 一つ目のごみ焼却施設の更新はどうなっているのかについてですが、施設の

建てかえには、人口や面積規模から循環型社会形成推進交付金の交付対象とな

らないため、町単独事業での実施はできないと考えます。今後におきましても、

住民の皆様にさらなるごみ減量に協力いただき、施設の延命化対策を今後行っ

ていくことで、その中で時間的余裕が生まれ、平群町にとって最もいい手法は

何かを検討してまいりたいというふうに考えております。  

 ２点目の事業系ごみは計画時の平成２３年よりふえている、本当に目標を達

成することができるのかについてでございます。  

 現在、事業系のごみ排出の実態調査を行っているところであります。実態把

握を行った上で、ある程度の規模以上の事業者に対しては清掃センターで事業

者登録を行っていただき、ごみ量を把握できるような取り組みを行い、今後、

目標達成には何が必要か、実態調査やごみの組成も見ながら、目標達成に向け

取り組んでまいりたいと考えております。  
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 以上です。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。先ほども申し上げましたが、ごみの処理は住民生活

に直結するもので、住民の生命線と言っても過言ではありません。町としても

プライオリティーが高く、優先順位は一番ではないかと思います。  

 それでは、再質問いたします。  

 １点目は、ごみ処理施設の更新のことですが、具体的にどういう検討をされ

てるんでしょうか。何かやはり原課としてですね、傷んでることは町長も最重

要課題というふうに言っておられるわけですから、町長から具体的な指示が出

ておるんじゃないかと思いますが、新しくつくる場合ですね、補助金がつかな

い、人口とか面積が補助対象にならないことはわかっておりますが、先ほど言

いましたように、原課として何か検討されてるんであれば御答弁ください。  

 ２点目は、事業系ごみの排出量のことですが、政策基本体系でもありました

し、先ほど課長からですね、事業者に実態調査を行っており、その調査に基づ

いて、いろいろこれから事業者に啓発活動も行うということなんですけども、

私はこんなにふえるのは異常にしか映りませんね、事業系ごみだけが。家庭ご

みは減ってですね、事業系ごみがふえる。バイパス沿いの商業施設の出店によ

るという話ですが、イオンであればＩＳＯに取り組んでると思うんですね。ご

みであれば環境だと思いますので、ＩＳＯ１４００１だと思うんですが、イオ

ンビッグに排出量の確認をいただけますでしょうか。  

 それと、町の事業系ごみの処理単価は幾らになってるか、おわかりになって

おられるでしょうか、担当ですからおわかりだと思うんですけども。それと近

隣の事業系ごみの処理単価がわかるんであればお答えください。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 再質問、３点いただいたと思います。  

 １点目の将来、町がどのように考えているかということであります。  

 現時点では、総合的、将来的な課題を検討するということの中から判断にな

ると思います。先ほどの答弁にも申しましたが、現時点では平群町にとって民

間とか自治体連携とか、そういうタイプの中でどのような方向を今後とってい

くのかということが、今後の判断になると考えております。  

 ２点目のＩＳＯの関係でございます。  
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 そういうＩＳＯの取得されている事業者には、今後そういう調査のお願いを

させていただいて、調査を行っていきます。  

 ３点目の事業系のごみの各町の処理単価でございます。  

 平群町は、家庭系と同じく１キロ当たり１０円です。近隣７町の中では、三

郷町が１０キロ当たり１４０円ということで、斑鳩は指定ゴミ袋制をとってお

られます。王寺町が１０キロ当たりですが１４０．４円、河合、上牧が１５０

円ということで、そのような状況であります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 課長ね、町長もですね、４年前にですね、最重要課題というふうに言ってお

られるわけですから、何か金額的なものをおつくりになってるじゃないですか、

その改修工事についてですね。その辺のことをもう一度答弁ください。  

 それと、事業系のごみのことですが、調べていただけると、大抵大きなとこ

ろはＩＳＯをやっておられると思いますので、１４００１番ですかね、それを

やっておられると思いますので、それはとって確認をいただきたいなと思うん

ですけども。  

 それと、平群町の処理単価はキロ１０円、三郷町はキロに直すと１４円、斑

鳩町は指定袋というような、王寺町は１４円ですね、キロ当たり。平群町は安

いと思うんですよね、安い。これはやはりですね、ふえてる原因かもわかりま

せん。平群町のごみだけ処理しておるわけですから、そんなことはないとは思

うんですけども、やはり検討する余地があるんじゃないかと思うんですけども、

その辺のことは先ほど言いましたように、４年前に町長がある日に約束してる

わけですから、その検討結果をお話しください。  

 それと、事業系のごみについては、わかりました。どうするのか、その辺だ

け町として改革、改正していくのか、その２点、お答えください。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 概算の金額ということで、クボタのほうでうちの施設のメーカーでございま

すが、そちらのほうで全てリニューアルする場合、建物から全部した場合、７

０億円、建物、煙突を流用してプラントのみの場合は、５０億円ほどというふ

うに確認しておりまして、今の設備が１５年から２０年の期間ということで、

今までは２０年か３０年ということで聞いておりましたが、そういうふうにメ
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ーカーが言っております。  

 平群町の廃棄物処理基本計画の中でも、その主な課題と方向性という中で事

業系の排出抑制ということで、その中の文面ですが、今後１６８号線のバイパ

ス沿いに店舗がふえることが予測され、ごみ量も増加することが推測されると

いうことで、その中で手数料の改正や指定袋制の導入についても検討していき

ますということで、そのような計画の中で実態調査も見ながら、そのような手

数料の改正とか、指定袋の導入についても早急に検討してまいります。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ７０億かかるんですか。全面的な改修でも５０億かかる。平群町として、本

当に大変な事態になるんじゃないかと。先ほど課長からもありましたように、

補助対象にならないですね、ということですので、これについてはですね、今

メーカーなり、原課として今の施設がどれぐらい、あともつのか、それが重要

なポイントだと思うんですね。本当にやらなければ、ほかのこともやめても、

これに取り組まなければ平群町の住民の生命線じゃないか、ごみ処理は。だか

ら、あと一番大事なのが、今わかる範囲ですね、今の施設がどれぐらいもつの

かというのがポイントだと思うんですね。  

 それと、先ほどの事業系ごみについてはわかりました。１回本当にですね、

これは機会を見て、全協なり担当の委員会でですね、今ダイオキシンの工事を

進めておる、スタートしたところでございますので、今年度中にはですね、話

をして、説明をしただきたい。どういうふうに取り組むかというので。先ほど

の今言いました、今の焼却場があと何年ぐらいもつのかということだけ、ちょ

っと確認させていただきます。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 通常の改修工事じゃなく、少しお金を投入しまして延命化対策工事を行った

として、その工事完了から５年程度はいけるっていうふうに考えております。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 そうすると、延命化工事にどれぐらいかかるのか、それからやっても５年し

かもたないんでしょう。違うんですか、私、聞き方が間違うておれば、ここで

訂正していただきたいんですけども、延命化工事終わったら、あと５年したら
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ダウンしますよということなのか、今の施設がどうかということだけ、もう一

度お答えください。それは費用幾らでということを御答弁ください。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 一般的な規模から年数とかの分でメーカーの申しますには、延命化は２億円

ぐらいということで、それを投じた後、メーカーの３年から５年と言いますが、

もう少しもつようには担当課としては思っていますが、メーカーの言いますに

は３年から５年ということでありました。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。延命化工事２億かけても、３年か５年後には何かや

らないといけないですね。そういう今、答弁だったと思うんですけども、これ

は本当に悪いんですけども、大変なことだと思うんです。今、町長は文化セン

ターに頭が、そっちのほうに向いてると思いますが、これを聞いて住民の方が

ね、もしかすればですね、どのように思われるのか。私は住民の方に本当のこ

とをお知らせすることが大事やと思うんですよ、本当のことをですね。自治体

に限らず、民間企業でもですね、透明性が求められる昨今でございますので、

住民の方にごみ処理ができなくても困るんですか、困らないんですか、言われ

たら、必ず困りますというふうに言われると思うんですね。１１月の町の住民

説明会でも、きっちりこの項目は入れておいていただきたい。そのことはお願

いしておきます。これはこれで結構です。  

○議  長  

 次でいいですか。  

○４  番  

 はい。  

○議  長  

 はい、都市建設課長。  

○都市建設課長  

 それでは、大きな２点目の中央公園、北公園の利用促進、拡大の御質問につ

いてお答えします。  

 二つの公園は、都市建設課で管理する公園施設と教育委員会で管理する体育

施設を一体的に指定管理している施設ですので、私のほうからは公園施設につ

いて１点目、２点目、４点目についてお答えします。  
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 まず、小さな１点目のここ数年の利用者の推移、カウント方法についてです

が、利用者の推移といたしましては、平群北公園では平成２５年度が３万４８

５人、平成２６年度が３万１，５９３人、平成２７年度が３万３，６６０人と

指定管理者より報告を受けております。平群中央公園では、平成２７年度で３

万４，４２４人となっております。中央公園につきましては、平成２６年度ま

で出入り口が複数あり、敷地面積が広大なため正確な利用人数の把握は困難で

あるとして利用者数の把握はしておりませんでした。利用状況の把握は一定必

要であるとして、平成２７年度から利用者の確認を行っております。  

 カウント方法についてですが、二つの公園とも、その日の公園管理業務に従

事する複数の職員の中から１人を定め、作業中も含めて巡回し、目視により体

育施設利用者を除いたカウントをしております。  

 続きまして、小さな２点目の公園施設の課題、問題点についてですが、議員

が御指摘のとおり、中央・北公園とも供用開始から約２０年程度が経過し、時

間の経過とともに施設の老朽化が見受けられます。利用者の方々が公園内を安

全に安心して利用いただけるよう、遊具については毎年、点検業務を実施して

おり、必要に応じて対処しております。その他、公園施設につきましては、指

定管理者により維持補修や修繕等、日常の適正な管理に努めていただいている

ところです。  

 最後に、４点目の公園の利用促進、拡大を何か考えているのかとのお尋ねで

すが、まずは良好で安全な状態を維持し、住民の皆様が日常生活の中で親しむ

ことのできる公園づくりを目指しています。また、指定管理者によりイベント

の開催などを実施しておりますが、今後とも体育施設を含め、より多くの方々

に利用していただけるよう、教育委員会、指定管理者とも協議、連携した取り

組みを進めてまいりたいと考えています。  

 私のほうからは以上です。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、３点目の中央公園内にあります西宮古墳管理の現状についてお答

えさせていただきます。  

 西宮古墳につきましては、財務省所有の国有地ですが、中央公園整備時に国

と町との間で管理についての取り決めはされていないとのことであり、実態と

しましては、町が、まあ、教育委員会が草刈り等の管理をして実施をしており

ます。従来より、教育委員会が直接、墳丘部分及び古墳外の広範囲に及びます

草刈りを実施してきた経緯がございますが、他業務の兼ね合いもあり、年によ
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って草刈りを行う時期については一定をしておりません。今年度につきまして

は、先ほど申されましたように、先般行いました。今年度の実態につきまして

は、民間開発に伴います発掘調査等、優先度の高い業務への対応もあり、草刈

りがおくれていた状況もありました、それで少しおくれたということで。  

 草刈りをしたのは誰かという御質問でしたけども、草刈りにつきましては、

教育委員会総務課職員の手によって草刈りの実施を行ったところです。今後は、

都市建設課及び公園の指定管理者であります地域振興センターとも協議の上、

草刈り等業務の担当範囲の調整を図りつつ、都市公園と調和した価値ある文化

財の景観保全に努めてまいりたいと考えております。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。順次、再質問させていただきます。  

 １点目の利用者の推移、カウント方法のことですが、ここ数年、人数はほぼ

変わってないということはわかりました。人数は職員の目視によるアバウトと

いうようなことですが、朝ですね、職員が出るまでですね、どういう利用形態

になってるかということもわからないと思うんですよね。私が一番、中央公園

を利用してますので、そんなことは職員さん出てきてないわけですから、一度

きっちりどのような利用状況かということは調査されたほうがいいんじゃない

かと思います。これはお願いしておきます。  

 ２点目の施設の課題、問題点のことですが、ここにですね、私ども議員のほ

うにも指定管理者から２７年度の報告が出てますね、報告が。その中に問題点、

課題というものが書かれてますが、これについてどのような認識されてるのか。

補修計画をお持ちなんですか。あれば聞かせていただきたい。特に一番問題な

のは、北公園の慢性的な駐車場の不足はやはり問題じゃないかなと思うんです

ね。現状であれば、公園スペースを減らさないといけないというようなことも

考えられますし、中央公園では私が見た限り、十数本の木が枯れて歯抜けにな

ってるところがございます。こういうこともありますしですね、ほんで、側溝

の溝の縁石がとれてるとこもあります。これはですね、指定管理者任せにせず、

担当の部局の方が３カ月に１回、２カ月に１回見れば、私でも気づくわけです

から、皆さんが気づかないはずがないと思います。一度きっちり調査されたほ

うがいいんじゃないかと。  

 それとですね、先ほど申し上げましたが、政策基本体系の質疑でですね、中

央公園でナラ枯れの被害が出てないと答弁がありましたが、私が見た限り出て

いるように思います。どのように認識されてるのか。  
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 それとですね、３点目の西宮古墳の管理のことですが、国と協定書は交わし

てないということは、町でやらざるを得ないというふうに思いますので、これ

からきっちり予算づけしてやっていただきたいと。今回は教育委員会の職員が

やられたと。これは、まあ緊急措置であれば仕方ないんですけどね、行政職、

専門職の方が日常的に草刈りをするのはどうかなというふうに思います。古墳

がきれいになりましたので、古墳の好きな方は墳丘に上ったり、石室に入られ

ると思いますので、喜ばれるんじゃないかと思います。町の大切な財産です。

これからもきっちり管理していただくことをお願いしておきます、これについ

ては。  

 ４点目の利用促進、拡大策のことですが、日本人の平均寿命は男女を合わす

と８４歳、健康寿命は平均寿命より１０歳少ないというふうに言われておりま

す。先ほど申し上げましたが、健康寿命を伸ばす秘訣は足腰を鍛えることだと

思います。中国や韓国では、公園だけでなく空き地があれば太極拳をやったり、

隣ではダンス、バスケットをやったり、バトミントンをやっています。また、

ほとんどの公園で大人の遊具を設置されております。朝夕、高齢の方が遊具を

使って体を動かされ、しております。平群町も公園などに大人の遊具を設置さ

れてはいかがでしょうか。日本でも大人の遊具を設置してる自治体もあるよう

です。また、町は長寿化や多くの住民に運動の重要性、大切さをもっと訴え、

散歩とか散策とかウオーキング、また花見を、特に中央公園はですね、季節折々

に花が咲きます。そういうことで奨励していただきたい。広報紙とかホームペ

ージにもっとＰＲすべきじゃないかと思います。今、社会は情報発信が求めら

れております。紙データじゃなくて動画配信なんか検討されてはいかがかとい

うふうに思いますが、まあ、お金がかかることと時間がかかることでございま

すので、職員の方がそういう情報を個人的にもされる方法もあろうかと思いま

すので、その辺のことをお願いしておきます。  

 先ほどもちょっと二、三質問したことについてお答えください。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 森田議員の再質問のほうにお答えしたいと思います。  

 まず、カウントの人数の把握ということのお尋ねであったと思います。従業

員が目視で確認するいうことで、早朝なり、また夕方以降ということの調査と

いうことの御指摘であったかと思いますが、こちらにつきましては、どういっ

た手法をもって確認するのかという、手法も含めて指定管理者も含めて協議し

て、できるだけ利用者数の把握には努めてまいりたいと考えます。  
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 ２点目の問題点の中で、実績報告の中で問題点が報告されていると。そうい

ったときの対応ということで、町がどういう対応をしているのかと。当然、問

題点の指摘があった場合は、早急にすべきもの等の判断も含めて協議しており

ます。ただ、物理的に駐車場の不足とかいったような問題については、これ、

一筋縄ではいかない部分、用地的なものもございまして、臨時的な対応という

ことも含めて、公園利用時の公共交通機関等の利用とかいった形の啓発も含め

て、そういった駐車場の問題は解決していきたいなと、今のところは考えてお

ります。  

 また、中央公園で枯れ木があるなど、側溝の溝が潰れている、また最後にナ

ラ枯れの被害が出ているように思われるということで、確かに政策体系以降、

私どもも確認にまいりました。そして、ナラ枯れの被害が何本か出ているよう

な状況というのは確認しております。今後は他の施設も含めて、ナラ枯れ対応

はしていきたいと思います。  

 また、指定管理に任せずに日常的な点検も努めて、皆さんに快適に利用して

いただけるような公園の施設管理をしていきたいと考えております。  

 以上です。  

○４  番  

 大人の遊具。  

○議  長  

 利用の促進、拡大。都市建設課長。  

○都市建設課長  

 すみません、失礼しました。健康遊具につきましては、現在、中央公園にお

いては６カ所、北公園においては５カ所設置されております。こちらのほうは

常時点検しておりますので、そちらのほうの活用をしていただければと考えて

おります。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。先ほどの中央公園のですね、植木が枯れて根っこだ

け残ってるいうて、ウサギが転びますよ。若木を植えていけばですね、そんな

にお金がかからないと思うんですよね。溝の側溝もその都度やっていけば、お

金がかからないと思います。そういうことはですね、ぜひともやっていただき

たいですね。  

 それと、利用してですね、事故が起こるようなところが、予算があるないに

かかわらずですね、やっていただかないと、あとの事故が起こったときの対応
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が大変だと思います。  

 先ほどの、それとですね、ナラ枯れ出てる、これは早くやっていただかない

と伝播しますよ、伝染しますよ。これはしっかりですね、指導要綱書もできた

ことですしですね、町として模範を示していただかないと、格好つきませんよ、

これは。  

 それと、大人の遊具ですけど、あんなもんではですね、全然役に立たない、

今、設置おられるというようなものでは。１回ネットでですね、大人の遊具と

検索しないさいよ。台湾とか中国の公園へ行ったら、本当にジムにあるような

ものが屋外型でできてます。場合によっては、台湾でも中国でも３万か５万で

行けるわけですから、出張で行ってきてもいいんじゃないかと私は思いますの

で、まあ、日本は少ない、これは。中国とか台湾は本当に公園でですね、そう

いうものを設置しておりますので、そのことはお願いしておきます。まあ、平

群町の貴重な財産、私は平群町の財産は人だというふうな方もいらっしゃいま

すが、物であれば公園じゃないかというふうに思います。そのことを申し上げ

まして、次、お願いいたします。  

○議  長  

 大辻参事。  

○都市建設課参事  

 大きな３点目につきましてお答えをさせていただきます。  

 議員の御質問につきましては、本年３月議会でも御質問をいただき、組合と

も十分連携を持ち、換地された土地及び地権者の土地利用に合わせて暫定道路

を築造し、接道要件を満たすべく進捗を見きわめてまいりますと答弁をさせて

いただいた経過がございます。  

 平群西線の暫定道路は御承知のとおり、駅西土地区画整理事業の区域外にな

りますが、暫定道路の整備を行うには、隣接する駅西土地区画整理事業区域内

の地権者の換地がおおむね決まった後に、その換地位置に応じて暫定道路から

接道要件を満たすよう進入路の整備までを町が行う予定であります。以前から

地権者との換地位置の交渉は進めており、地権者の土地利用は現状と同じよう

に畑等の耕作の意向が主で、平成２８年度末ごろには換地位置がおおむね決ま

り、その後に地権者の御意向に合わせて暫定道路の整備を行う予定であります。 

 議員御質問にあります暫定道路の計画を示さないのは、駅西土地区画整理事

業の完成時期の予定について、平成３０年３月までに完成しないと諦めている

のかという御質問でありますが、事業も大詰めを迎え、事業主体であります組

合事務局におきましても、定期的に工程会議を行っており、平成２８年度中に

は吉新交差点付近の駅前線の街路築造工事、平成２９年度には駅前広場の整備
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を行う予定で進んでおりまして、平成２９年度末、平成３０年３月末には事業

を完成させる目標で取り組みを行っております。  

 また、事業認可後に、平群駅前線周辺の街区を変更したため、変更認可に２

年の期間を要し、事業が進まなかった結果、今日の事態を招いているとの御指

摘の御質問であります。  

 町の中心地として都市基盤の充実を図ると同時に、景観形成と交通安全対策

上の観点から、平成２１年当時に平群駅前線沿線をリアアクセス、これは背面

街区より進入する手法を提唱、議論をした経緯がございますが、その経過が直

接事業進捗に影響を及ぼし、遅延期間を招いたということではございません。

事業開始当時が平成１８年度末であったことで、翌年度繰越事業としてスター

トしたこと、また平成２３年度から平成２７年度までの間の補助金の著しい減

少等がございましたが、その中でも、ほぼ順調に事業を推進しております。ま

た、平成２８年度では、国への要望によりまして、過去の補助金の減少分を一

気に取り戻し確保したため、事業完了予定は事業計画に定めている事業期間ど

おり、平成２９年度末の目標で取り組みを行っております。  

 以上です。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 皆さん共通の認識を持っていただくためにですね、これは３月議会の当時の

課長がですね、答弁されたことなんですけども、この東吉新線９９号につける

と、こんなことを言うてるんですけど、場的な答弁はやめていただきたい。こ

んなことしてですね、接道するわけないじゃないですか。こんだけ、ここ最大

２５メートル離れてるんですよ。こんなところにですね、誰が考えても、この

駅周の区域の方の接道要件満たさないじゃないですか。今答弁ありましたがで

すね、ここの交差点改良を２８年度にすると。これは予算に入ってるんですか。

これ、物すごい複雑ですよ、交差点。これ、悪いんですけども、境界沿いにへ

ばりつけてもですよ、ここの交差点改良は用地買収しないとできませんよ。第

一、ここの交差点が今あるとこから変わるんですよ、今もっとこの交差点より、

今の信号から離れてるんですよ。そこが歩道になるわけじゃないですか。この

図面であれば、間違ってなければ。それはきっちりやってもらわな困る。で、

今それであればですね、駅周の組合としてですね、駅周の組合がいつまでにで

きるという換地の割り振りができるということであれば、担当課としてこの道

路をつくる自信はいつまで、来年４月なのか。これですね、簡単に言いますけ

どね、用地交渉があるわけですやんか。工事が業者がするんであれば、それは
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物理的に言って大丈夫です、できると思うんですけど、用地は相手があるわけ

じゃないですか。場合によっては、ここの道路にかかる地権者とここの地権者

が新しい割り振りをされたところが違えば、納得する方も出てくるし、納得し

ない方も出ると思うんですよ。うまくへばりつけないと、これは大変なことに

なると私は思いますよ。それと、今、駅周が進めてる歩道の回り込み、これに

ついてもですね、区域外は駅周はやらないと思いますよ。そのことについて、

もう一度お尋ねします。  

 それとですね、駅周の変更のことですが、それはストップした期間がないと

いうふうに理解していいんでしょうか。私は見た限り、聞いた限り、事業変更

のために仮換地ができなかった、ほんで工事ができなかった。それでですね、

まあ多くて２年、少なかったら１年半ぐらい何も仕事ができなかったというふ

うなことを聞いておりますし、この大きなリアアクセスに変更した、この大き

な理由はですね、理事長が裏からにしてくださいという要望を出されたと。そ

れで、２１年２月１５日の総会で正式に決定したわけじゃないですか。当然そ

ういう手続をしないと執行できないわけです、当然のことですから。そうであ

れば、理事会にも総会にも事務局の方が参加、何らかの形でオブザーバーとか

入っておられるんでしょうって。だから、本当のことを言っていただたかない

と、私は議会も全然わからない、この経緯が全然不透明なんですよ、不透明、

詳細はどういういきさつでこれを伸びた、結果ですね、商店は駅前線にへばり

つける、そこに誘導するためにね、変更したわけですから。今見たらですね、

住宅だけしか建ってない。期間は、いろいろな事情があるにしてもですね、こ

れはゆゆしき問題ですよ。だから、私はもう一度お尋ねしますが、これの今の

申し上げたことで、仮換地が工事がストップしたのかどうかだけお尋ねします。 

 今、東京ではですね、豊洲の市場の移転でですね、非常に問題になっていま

すね。あれは情報を開示してなかったということだと思うんですよね。やはり

ですね、責任とれ言われてもですね、何らか開示されてないことについて責任

とれないじゃないですか。もっときっちり説明責任を町として果たしていただ

きたい。もう一度、御答弁ください。  

○議  長  

 はい、大辻参事。  

○都市建設課参事  

 数点、御質問いただきました。  

 一番最後の仮換地がリアアクセスのためにストップをしたのかという御質問

ですが、それにつきましては、その年度で県と協議をしながら、その補助金を

ほかの場所ですね、俗に弾がえという表現を使いますが、それをもって消化を
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してきたいということでありますので、仮換地は事実上それでストップしたと

いうことではないというふうに御答弁させていただきます。  

 そのほかの三、四点、御質問いただきましたが、仮換地指定ですね、要は区

画整理の区域内の中で換地がある程度定まって、これは先ほど答弁の中でも説

明をさせていただきましたが、区域の中の農地、畑等の所有者の方と交渉する

中で、換地がおおむね決まってから接道、現道を拡幅、またはそこからの進入

路を整備するということになりますので、換地がある程度、地権者との交渉が

進んでこないと、定まってこないと、その分、接道の分の工事がやりにくいと

いうことになりますので、地権者との交渉につきましては、順次進めていると

いうところであります。  

 また、その接道については、町のほうで区画整理の区域、今現在の道路が少

し現道から離れておりますので、その分の進入路につきましては、町のほうで

進入路をつくっていくという形になります。  

 以上です。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 もう少しきっちり答弁してほしかったと思いますが、まず町道の暫定道路、

今の参事の話であればですね、この道路からアクセスするんですか。東吉新線、

こんなことしたらですね、ここの人たちが家を建ててこの土地を一部売ると、

そういうときになったときですね、こんな串みたいにですね、接道を町がつく

る責任があるんですよ、これは。今言うたように、この２２８番の人が、悪い

んですけども、換地を受けた後ですね、売ったと。例えば建売業者さんが、そ

んな仮定の話をしたらぐあい悪いんですけども、ここに建売住宅を建てると、

町は道路を接道する責任があるんですよ、これは、その約束してるわけですか

ら。こんな道路つくってですね、なぜ接道するんですか。この都度やるんです

か、串みたいに。誰が考えてもですね、私はそんなことは不可能に近い、逆に

先ほど言いましたように、これをつけない限り、後日問題を残さないのは、こ

こに接道をすることじゃないかというふうに思います、これは。  

 それで、もう一つね、都市建設課で確認しますが、いつまで、どんな方法で

も結構ですよ。いつまで組合が仮換地を進めれば、用地交渉も含めてアバウト

で結構ですから、いつまで駅周の組合が仮換地をすれば、ここに暫定道路をつ

くることができるのか。それと、もう一つは、先ほど言いましたようにね、こ

れはどっちにしても物すごい複雑ですよ。警察協議は、これ、行ってるんです

かね。これ、警察がオーケーしなかったら、改良なりできないと思いますよ。
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信号機のつけ方とか、そういうことも含めて。それはもう一度答弁ください。  

 それとですね、財政担当に確認します。昨年の財政シミュレーションに、こ

の費用は含まれてるでしょうか。それをわかるんだったら答えてください。わ

からなかったら結構です。  

 それとですね、今の認可後の変更についてですね、リアアクセスしたことで

何ら工期の遅延はないと、進められなかったことはない。この件については別

の機会で再度お尋ねすると思いますが、私は「未来の風」とか、ああいうもの

を見ますと、理事長のですね、要望で変えたというふうに聞いております。そ

れであればですね、町長、組合にですね、総会なり理事会の議事録を出してく

ださいよ、議会へ。８０億のうち町は３０億持ってるんですよ、町が。町をチ

ェックするのは議員じゃないですか。これは機会を見て出していただく、これ

は要請をしておきます。  

○議  長  

 岡田理事。  

○理  事  

 まず１点目の西線への関係でございます。森田議員はよく御存じなんで、私

のほうから再度、御答弁をさせていただきます。  

 西線の現在の境界といいますのは、それぞれ地権者のお持ちの方の約中間で

分断するように西線の境界ラインが入ってまいります。ということは、北の土

地と南の土地が同じ所有者で、真ん中で分断されるということになってました。

で、南側は若干減歩がありますから小さくなりますけども、そこの利用形態と

土地地権者の意向というのも同時に確認をしております。そういうことから、

北と南をどう接道させるのかというのは、地権者と私どもとの協議、あるいは

組合と換地との協議の中で、合意の中で接道要件をつくっていくということで

確認をしてきております。  

 ただ、この間、何回となくシリーズのように一般質問をいただいています。

そこで、いつまでなのかって答えられないということが言われてますけども、

おおむね１０件近くの地権者のとこは訪問いたしまして、意向の確認をしてお

ります。ただ、どうしても借地権なり小作権等々の解決をしなければならない

問題点がございますので、しばらく時間をいただいてるというところでござい

ます。これ以上ですね、私どもがお答えをさせていただきますと、掘り下げて

お答えをいたしますと個人情報なり、個人を特定する結果になってしまいます

ので、差し控えをさせていただきたい。私どもは、当然、区画整理でいえば事

業期間内に換地を終える、これは今、大辻が答弁しましたように、今のめどで

いきますと、２８年度には換地をほぼ終えらえるということでございます。  
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 あと、都市建設課といたしましては、これまで協議いたしました地権者との

内容をお互いの信頼関係の中で接道要件を守っていくということで２９年度、

あるいはそれ、年末になるかというのが協議が整いますけども、予算の関係も

ございますけども、地権者との協議、あるいは信頼関係の中で接道要件を守っ

ていきたいというふうに考えております。  

 ２点目のリアアクセスにしたから事業期間が延びたん違うかということでご

ざいますけど、それについては事業期間は延びていないということではっきり

御答弁をさせていただきます。組合長が提唱した、あるいは誰々が言ったとい

うことが出ていますけども、組合長が言おうが、副理事長が言おうが、理事会

をかけ、総会をし、住民の皆さんの理解を得て事業計画の変更をしております

ので、手続上、何ら問題ないというふうに考えてます。  

 以上です。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 まあ、あんまり長くなりますので、あんまり申し上げませんがね。どちらの

方向に進めようとしてるのかね、全然わからない。例えば、今の話であれば、

この道路を拡幅するんであれば、この方々の接道はないんですよ。町道を回す

必要あるんでしょう、この人たちの、接道がないんですよ。こんなことしてて

ですね、どうなるんですか。後年度にね、皆さんがおやめになったときにです

ね、後の方が困るわけじゃないですか、こんなことしとったら。私は、悪いん

ですけども、こんなことひんしゅくを買うようですが、西線は、私、３０年の

３月にはできないと思います。まあ、頑張ってください、それについては頑張

ってください。せやけど、こんなやり方ではあきませんよ、絶対に。後で禍根

を残しますよ。ほんで、交差点改良についても、きっちりしていただきたい。  

 それと、財政当局に再度確認しますが、財政シミュレーションの昨年のに入

ってるのかどうかですね、それだけお聞かせください。  

○議  長  

 はい、政策推進課長。  

○政策推進課長  

 森田議員の御質問でございます。  

 財政シミュレーションの基本的な考え方の部分かなと思うんですけども、シ

ミュレーションにつきましては、特に後年度以降の部分についての道路建設改

良費につきましては、シミュレーション上、一定の額を年度に大体これぐらい

の執行がされるであろうということで、一定定額を見込んだ上でのシミュレー
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ションとなってございまして、まだその年度でどの道をどういうふうなってい

うふうな、個々具体の額までを積み上げてやっておるものではございませんの

で、実際その年度にその道が入っておるかどうかというのはちょっと不明瞭な

とこはあるということでございます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 もう最後にさせていただきますが、今議会の補正予算で梨本の道路の築造費

が用地も入れて、予算ベースで１，３９０万ですね、私は多額の費用が出てる

と思う。予算ベースですから執行に当たって減るんじゃないかと思うんですけ

どね。だけど、悪いんですけども、あれも３メートルの道路を６メートルに拡

幅する。そのための用地費と築造費が１，３９０万。これを４メートルの道路

を１メートルずつ、どういう形か別にして６メートルにするということであれ

ば、１，０００万とかそんな金額でおさまらないと思います。  

 それと、先ほど言いましたように、きっちりこれは別の機会でも結構ですか

ら、駅周委員会になるのか、別の委員会になるか知りませんが、これはきっち

りしていただかないと、私にしては、これは大分前から言ってることじゃない

ですか。もう何年前か、議員になったときから私、言うてますよ、これは。財

政当局は、まあ、一定の金額は見てるけど、これの入ってる入ってないは答え

られない。だけど、相当の金額ですよ、これは。私は素人で悪いんですけども、

梨本のところで１，３９０万かかったものが、こちらが１，５００万ではおさ

まらないというふうに私は思います。この交差点改良も含めて。  

 以上のことを申し上げて、私の一般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、森田君の一般質問をこれで終わります。  

 本年度の先進地視察研修について、議会運営委員会を開催していただきたい

と思いますので、１３時４５分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ０時２４分）  

 

再    開  （午後  １時４５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  
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○議  長  

 休憩中に開会されました議会運営委員会での結果報告を求めます。議会運営

委員会委員長。  

○議会運営委員長（山口昌亮）  

 先ほど議会運営委員会を開催し、今年度実施する議会の先進地視察研修につ

いて協議いたしました。  

 その結果ですね、今年度の視察については、１０月５日に岡山県の奈義町の

ほうに定住促進の問題で学習、研修するということに決まりました。この件に

ついては、一応日にちと場所はそういうことで、今後細かい点についてはです

ね、事務局のほうと相談、議長とも相談しながらですね、進めていくというこ

とになりました。  

 以上です。  

○議  長  

 ただいま委員長から報告がありましたように、委員長の報告のとおり、本定

例会の最終日に上程することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本件は本定例会の最終日に上程することに決

定をいたしました。  

 それでは、引き続いて一般質問を行います。  

 発言番号４番、議席番号９番、髙幣君の質問を許可いたします。はい、髙幣

君。  

○９  番  

 皆さん、こんにちは。議長の御許可をいただきまして、私、もともと提案型

として一般質問をよくさせていただいておりますので、本日も同じように質問

させていただきます。前向きで明確な御答弁をいただきますようお願いいたし

ます。  

 まず、１番目の質問は、来年の奈良国民文化祭をどうするか、平群町はと。

今、国は地域創生に力を入れ、その流れが来ています。このような中で、来年

は奈良県が国民文化祭で平群町が目指す文化・教育の香りが漂うまちづくりの

実現に向け、平群にふさわしい、前にも町長から答弁がありました「智と文化

の拠点」を国民文化祭に考えてほしいものです。元本町の文化協会を担当いた

しておりましたので、あえて、この問題を取り上げいたしました。町長、教育
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長の２９年度の国民文化祭についての御見解をお尋ねします。  

 本町の豊かな文化芸術を未来に継承するには、奈良・平群で行われている各

種の文化活動を全国的規模で発表、公演する機会を提供することです。町民全

てが文化活動への参加の機運を高め、新しい芸術文化の創造を促すことです。

国民文化祭は昭和６１年度から毎年、各都道府県市町村で開催されている文化

の祭典です。国民の文化祭は多様で個性豊かな文化を見つめ直し、平群の文化

と魅力を再認識することにより、地域の文化を育て次の世代に引き継いでいく、

意識の醸成を図ってくれます。また、国民文化祭に集う他地域の文化との交流

を通して、新たな文化の創造、展開を促進し、平群の文化のさらなる向上、発

展を図ってくれます。県内各地に継承されている伝統文化や地域独自の新しい

文化事業など、豊潤な平群の文化を大いに醸成して発信することです。県外の

人々が奈良・平群に抱く魅力・存在感を高めることによって、平群に人を引き

つけることです。国民文化祭の開催により地域の文化を見つめ直すことで、地

域を愛する人と人とのきずなを深め、一人一人が持つ力の融合を促し、地域の

活性化、元気づくりを推進します。平群に伝わるさまざまな文化を見つめ直し、

郷土平群の文化を次世代に引き継いでいく意識の醸成を図るとともに、他の地

域の文化と交流することなどを通じ、新たな文化の創造、展開を促進するとい

う意味を、私は一つの例として申し上げますが、平群の「平」、「群の郡」です。

それから「知」、これを組み合わせして表現してはと思います。「こころを整え、

文化の心」をテーマとして、地域活性化への効果、地域での文化活動のレベル

の向上、参加者の拡大、地域文化を支える組織体制の強化など、地域文化の振

興につながることです。地域の文化に対する関心が高まり、新たな担い手の確

保、育成に寄与してもらえることです。このチャンスに全国から来場者を迎え、

地域の魅力や資源を見直し、旅行事業者等との連携も深め、観光振興を一層進

める契機となるでしょう。地域の文化を核としたきずなの深まり、幅広い参加

により盛り上がりが文化による平群の活性化への期待が高まります。今後の取

り組みの強化につながります。  

 そこで、日本、奈良、平群文化の源流を探す機会が国民文化祭であり、国内

はもとより国際的つながりも視野に掘り起こす文化を楽しみ、積み重ねること

です。今、日本文化、平群文化、奈良文化の厚みの深みを堪能する文化芸術立

町の礎を築く時期です。文化の交流で地域、平群に元気をつくるまちづくりの

大きなチャンスではないでしょうか。  

 また、これから新文化センターへの設計がスタートいたします。ぜひこの機

会に平群国民文化祭の企画、計画に向けての考えと、町・町民が全力を尽くす

べきと私は考えております。町は進んでほしいと思います。  
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 最後に、町長、教育長、２９年度の国民文化祭についての御見解と、このチ

ャンスの国民文化祭を機に、新文化センターへの意気込みをお尋ねしたいと思

います。  

 ２番目の質問は、町の個人の御所有されている車両にこんなことを書いたら

どうかと。「平群よいとこ」とプリントした磁気ステッカー貼付と、そして空き

家の状況について、人口減が進む平群です。人口減対策と空き家バンクについ

てをお尋ねいたします。  

 他市町村でも地域振興や観光振興等の観点から、いろんなＰＲ作戦が実施さ

れています。車両の御当地ナンバーもはやっています。しかし、本町は残念な

がら、車両の御当地ナンバーは車両登録数が１０万台以下であり、これはだめ

でございます。そこで、本町は無理なので、車両に「平群よいとこ、平群へ来

ておいで」というふうな磁気ステッカープレートを張ってもらってはいかがで

しょうか。法的には可能であると思います。もちろん車両の大きさから考える

べきです。  

 昨今、いろいろな家庭環境や仕事で全国各地へ出向かれる時代であります。

少しでも平群町をＰＲすることです。「平群よいとこ」の自動車磁気ステッカー

プレート貼付について、これによって平群町を知ってもらうことではないでし

ょうか。記載する内容には、必ず連絡先として本町の電話番号と空き家ありと

か、簡単な一言メモを記載してはと考えます。このステッカープレートを希望

する御家庭にはＰＲであり、無料で配布してはと考えます。希望者があれば、

全ての人々へ対応することではないでしょうか。  

 次に、空き家バンクについてお尋ねします。  

 最近は、インターネットも発達し、いろんな角度から平群を知ってもらう時

代ですが、空き家に対しての問い合わせが入ったことはあるでしょうか。登録

されている空き家について、不動産屋ならばのぼりや看板を立てＰＲされてい

るが、町の空き家バンクは町のホームページ情報だけであります。他の方法も

考えたいと思います。ＰＲは大事です。８月現在、登録されている情報と成約

件数、どこの地域、そして地方から買い取り、賃貸で成約したのか、人口減対

策につながったか、このあたりをお尋ねいたします。  

 最後に、人口減対策として、「平群よいとこ、戻っておいで平群へ」というふ

うな文字、一言メモで自動車磁気ステッカープレートを無料で貼付と、空き家

バンクの現状を見ての視点で、町長の御見解をお尋ねいたします。  

 以上、質問に対して前向きな御答弁をお願いいたします。よろしくお願いい

たします。  

○議  長  
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 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、１項目めの来年行われます国民文化祭に関しての御質問にお答え

します。  

 文化活動を全国規模で発表する機会を提供し、国民の文化活動の啓発と文化

の発信を行う国内最大級の文化イベントとして、毎年、各県持ち回りで国民文

化祭が開催されており、来年は奈良県で「第３２回国民文化祭・なら２０１７」

と「第１７回全国障害者芸術・文化祭なら大会」、これを一体化し、９月１日か

ら１１月３０日までの間で開催されるということになっております。  

 その基本理念としまして、「日本文化の源流を探る」、「文化の日を楽しむ」、

「文化芸術立国の礎を築く」、「障害のある人とない人との絆を強く」をテーマ

とし、日本の歴史と豊かな文化の発祥地であります奈良県での開催は喜ばしい

ことで、その理念に基づき、平群町のよいところを発信していく非常によい機

会と考え、分野別フェスティバル、市町村の連携事業ということですけども、

これに参加することにしました。また、参加することによりまして、事業費の

うち３分の２以内が助成対象となり、会場費や舞台製作費、特別出演者の出演

料、運搬経費、印刷費等がその対象経費となり、市町村が設置する実行委員会

に助成されるということになっております。  

 そこで、毎年開催しております文化祭、収穫祭を組み合わせるとともに、こ

の機会に嶋左近と椿井城を全国的に発信していきたいと考え、具体的に次の三

つの部門に分けて事業構想案をまとめました。  

 一つ目は、夢のふれあいステージと芸能文化の集いで、幼児から小学生、中

学生からシニアまでが一堂に会し、日ごろの練習している音楽活動と芸術活動

を披露していただき、参加者の発表と交流の場を設け、地域に元気をつくる、

そしてこれに加えて奈良県や平群町の歴史に詳しい著名人を招聘し、文化講演

会を開催する、そういった計画を一つ目は持っております。  

 二つ目は、食と芸術文化の集いで、サブタイトルとして「食と芸術文化を通

じた温かい心のふれあい」で、平群の自然が生んだ特産物の販売や農作物の品

評会を中心に、農業振興を伴う食文化の集いと同時に日本一を誇ります小菊で

町を彩り、町内外からの来訪者に心のこもったおもてなしをするとともに、障

がいのある人もない人もみんなでつくる町、みんなでつくる、学ぶ、感じるワ

ークショップやバラアート展を開催し、日常の趣味を通じた地域住民を中心と

した芸術活動の成果作品の展示を計画しております。  

 三つ目は、「平群山城フォーラム」というふうに題しまして、「交感する現代

（いま）、それと中世（むかし）―戦国平群谷をめぐって―」というふうに題し
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て、歴史講演会アンド座談会、ミニコンサート、歴史ウオーク、椿井城の調査

結果をもとにした内容等々のイベントを通じ、参加者が４００年の時空を超え

て戦国時代を中心とする平群の歴史文化に関心を持ち、さらなる学びへのきっ

かけとしていただくことを企画します。  

 そして、戦国史、山城ファンに、ひいては平群ファンの拡大を図り、大和平

群地域の観光振興につなげていくことを目標としています。開催は実行委員会

を主催とし、１１月３日から１１月５日の予定で平群総合スポーツセンター、

中央公民館、あすのす平群、これらの施設を中心に開催したいというふうに考

えております。  

 現時点での取り組み状況としましては、８月２５日に第１回の実行委員会を

開催し、各委員の委嘱と会則、事務局規定、スケジュールと大まかな事業構想

について説明をし、了承を得たところであります。  

 なお、実行委員会のメンバーにつきましては、町長を実行委員会の会長とし、

計１８名の実行委員で構成をしております。今後は、各部門ごとに各部会を立

ち上げ、詳細な事業内容、スケジュールを決めていきたいというふうに考えて

おります。  

 いずれにいたしましても、この国民文化祭をきっかけに歴史と自然がたくさ

ん詰まったロマンの町、平群町をもっと全国に知っていただくとともに、より

一層、文化芸術力が盛り上がるきっかけになるよう努力してまいりたいという

ふうに思っております。  

○議  長  

 巳波参事。  

○政策推進課参事  

 それでは、髙幣議員、１点目の質問の中で、国民文化祭を機に新文化センタ

ーへの意気込みをとの質問がございましたので、お答え申し上げます。  

 平群町では、過去に建設された公共施設が老朽化し、今後、順次更新時期を

迎えることとなります。その中で、町としまして老朽化した中央公民館と人権

交流センターの機能集約、そして狭隘なあすのす平群の複合化を目指し、（仮

称）文化センター・図書館の建設に向け取り組んでおります。  

 現在の状況は、基本計画策定業務を進めており、施設のコンセプトの設定、

施設整備方針、施設の機能や規模、建物の配置計画などを検討しているところ

でございます。この施設の建設によりまして、住民活動の支援強化やコミュニ

ティー活動の場の再整備が図られ、地域レベルでのまちづくり活動を推進する

ための拠点施設が整備されることとなります。あわせて老朽化で今後、大規模

改修が必要な施設の複合化が図られ、将来維持コストの縮減も図れるものでご
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ざいます。さらには、駅周辺整備事業との相乗効果によりまして、にぎわいの

ある駅前空間の創出、また魅力ある文化交流拠点の創出につながるものである

ことから、その実現に向け鋭意取り組んでまいるものでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 髙幣君。  

○９  番  

 ただいまのお答えについて、もう少し聞かせていただきたいと思います。  

 もともと私が今回質問の中に入れましたのは、私の考え方として町が理解を

していただき、新たなる活動へのスタートにしてほしいと、こういう観点でや

らさせていただきましたので、先ほどの御答弁、これについては私も十分理解

ができると思います。  

 そこで、再質問になるんですけれども、１点目は、先ほど実行委員会方式で

やりというお話がありましたが、じゃあ、どんなメンバーで実行委員会をおつ

くりになってるのかをお尋ねいたいと思います。特に今回、私がテレビを見て

ましていつも感じるんですが、今のＮＨＫはリオパラリンピックのほうに進ん

でるわけですね。そういう意味で、先ほどの答弁の中にもありましたが、全国

の障がい者の大会、文化祭ですね、これについては奈良でもいろんなことは考

えられていくと思います。平群としても、健常者とのつながりについて考えね

ばならない、こういう時期だと私も思っております。特に障がいのある人の自

立更正に対する意欲の増進を図ることが大きな目的だと思います。  

 それと、ちょっと今言い忘れましたけど、再質問にも全くお願いごと、ある

いは考えることをお話し申し上げますので、これいかにお答えをいただくかっ

ていうのは難しいと思いますので、その点は十分理解しております。ちょっと

言い忘れましたので申し上げます。町として、こういうふうな考え方でこれか

ら進んでまいりますので、先ほど申し上げたような実行委員会について、どん

なふうに考えてるかだけをお答えを願いたいと思います。  

 それから、いろんなことを考えてみますと、平群に「たたみこも平群検定」

というのがあるわけです。これも今募集されたり、あるいはそのためのいろん

なイベントをおやりになっているわけですが、この辺について私なりに考える

んですけれども、じゃあ、この「たたみこも」ってどういう意味かなと考えて

みたわけです。そうしますと、これは亀山市、三重県ですね、の能褒野神社で

倭建命さんがお歌いになった歌から、この「たたみこも」っていうのが出てる

ようだと思います。ちょっと前にこんな話をしたときに知らない方がいっぱい

いらっしゃいました。まあ、そういうことは、これは過去の話でございます。  
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 それから、ここに今１枚持ってるんですけれども、１０月１０日に「松永弾

正久秀のロマンをたどるツアー」と、こういうチラシが出てるわけです。御存

じかどうか知りませんけれども、これもやはり私ども平群町が椿井城を一生懸

命やってるわけなんですけれども、そういう中で見たときに、私は昔のことを

思い出したんです。山城サミットという言葉があったんです。これ、どういう

ことかといいますと、私が会長をしてる当時なんですが、大分県のほうから山

城サミットを一緒にやりませんかというお問い合わせがあったこと、まあ、町

長もお覚えになられてると思いますけれども。ところが、なんか私とこに、た

しか文化協会会長宛てにも来てたんですけれども、それは、「いや、これは断り

ましたよ」というふうなことで御回答いただいてびっくりした次第だったんで

すが、町長、このあたりも御存じやと思います。で、その後見てましたら、こ

の山城サミットの大きなポスターが公民館に張られてたということでございま

す。これ、ごらんになられた方、何人いらっしゃるかは知りませんけれども、

そういうふうないきさつもあります。ところが、断ったというのは、当時の会

長に一言もなしで断られていたというのが現在でございました。まあ、そんな

ことを考えたりしますと、今世間では姫路城が非常にクローズアップされてま

す。また、姫路城は交通アクセスについても、なんか今回ストップになって、

駅がなくなるとかいうふうなことを言われてるんですけれども、姫路城のあの

瓦は一体どこの産なのか、どこから出てるのか、これも大きな話題になると思

うんです。これ、結局は平群町の椣原の山本瓦さんがおつくりになったという

ことで、私なりに考えてみたら、平群は瓦の町とも言えるわけです。そういう

ふうに私なりにいろんなことを考えてみますと、町長も椿井城、嶋左近と、こ

うおっしゃってるわけですから、やはりこのような山城サミットっていうもの

をなぜ断ったのかが、いまだに私は不愉快でたまりません。そんなことを考え

ておりますと、やっぱりいろんな今度の新しい文化祭についても、いろんなプ

ランを考えていくべきではないかなと思います。  

 この間、８月６日でしたか、盆踊りがあったわけですね。そのときにたしか

チラシにも書いてたと思うんですが、平群の芸能人という言葉があったと思う

んです。御記憶があったと思います。また早い目にお越しになった方は、その

芸能人さんというものも舞台っていうんですか、出られたことを御存じやと思

います。だから、そういう人たちをいかに使うか。変な言い方ですが、使うと

いう言葉は悪いですけれども、例えば最近、他市町村では文化大使とか観光大

使とか歴史大使とか、いろんな名前をつけて大使任命をして、そしてその市町

村のＰＲに邁進されてます。そういうふうなことも、この際、考えてみてはど

うかなと思います。  
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 また、さっき申し上げた平群の「たたみこも検定」、これについても、「たた

みこも」ってどんなことやろうかなと思わはる人もいっぱいいてはります。そ

のときに言えるのは、平群の「たたみこも」という言葉で倭建命は歌われてま

す。「たたみこも」っていうのは、畳が順番にあって、その畳のような山が並ん

でいるというふうに指差されてやったというふうに聞いております。  

 また、話が横っちょへそれますけれども、例えば最近、ウクレレやハワイア

ンダンスとか、いろんなことを町の方々はおやりになってますから、こういう

ふうにハワイアンダンスというのは、ある意味で渡来文化なんです。そういう

意味で、私は渡来文化というものも、もう１回考えてみたらどうかと。  

 また、文化って何だろうかと考えると、最近こんなせりふがあるんです。農

業も文化なんだと。いわゆる農文化と言われてます。平群は小菊やら、あるい

はイチゴとかバラとか、そういう形もあります。それは先ほどの答弁にありま

したような形で、これから企画をしていこうという趣旨に入っておりますので、

こんなことも考えるということだと思います。  

 さらに、じゃあ、農文化っていえば、次はどこへ行くかっていったら、農は

食べるものなんですね。だから、食べる、食文化、こんなふうにもつながって

まいります。だから、やっぱりいろんな形で平群町をＰＲしていく、これが大

きな国民文化祭のことだと私は思っております。  

 で、またやるとしたら、どこやいうたら公民館か、あるいはスポーツセンタ

ーの体育館かと、いろんなことになってきます。まあ、来年のことですから、

この国民文化祭は公民館と、それからさっきのスポーツセンターの体育館とか、

こういうふうな形になって、大きいスペースが要るんだなという気にもなって

おります。そういう意味では、やっぱり平群には大事なことは何かといいます

と、大きな施設、これが必要ではないかと思います。先ほど来、出ておりまし

たけれども、やっぱり新しい文化センター、こういうこともこれからの大きな

課題になると思いますので、このあたり、私はきょうは提案型として、自分の

意見を述べる機会だと思っておりますので、このあたり、私の述べた限りでは

町長とか教育長、どんなふうにお受けとめになったか、そのあたりの御回答を

お願いをしたいと思います。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 初めに再質問をいただきました実行委員会のメンバーについてですけども、

実行委員会のメンバーにつきましては、町長を実行委員会の会長とし、副会長

に文化協会長、農業委員会会長、それから幹事に自治連合会長、委員として副
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町長、教育長、農業振興協議会、長寿会、身体障害者福祉会、婦人会、史跡を

守る会、観光ボランティアガイドの会、校園長会の各会長、それから社会福祉

協議会、地域振興センターの事務局長、こういった今回の国民文化祭の構想に

関連する、そういった各種団体の長の皆さんを構成メンバーとして、１８名で

構成をしております。  

 それから、先ほど来、るるおっしゃられましたように、議員おっしゃるとお

り、今回の国民文化祭につきましては、その大きな特徴として障害者芸術文化

祭ということで、一体的に健常者と障がい者が一緒になって文化芸術をコラボ

すると、そういったところに大きな意味、意義があるというふうに考えます。

したがって、先ほども申し上げましたように、そのあたりのこともしっかりと

企画に盛り込みながら、実行委員会で検討を今後進めてまいりたいというふう

に思ってます。  

 なお、平群の瓦が姫路城で使われてることとか、町内在住の文化人、芸能人

についての御提案等もいただきました。参考にしていきたいというふうに思っ

てますので、今後も議員からも情報等あれば、ぜひ御教示願いたいというふう

に思います。  

 過去に古代山城サミットへの参加云々の話もございました。なぜ参加しなか

ったかということについては、今コメントしませんけども、今後のこととしま

しては、当然初めから参加を否定するんじゃなしに、よく考えた上で判断して

いきたいというふうに思ってます。  

 また、「たたみこも検定」のことや倭建命の「国偲びの歌」のお話についても、

興味深く聞かせていただきました。議員おっしゃるよう、歴史文化の力で平群

のＰＲをしていくことは大切なことであり、町としても、ふるさと平群をもっ

ともっと住民にアピールしてまいりたいというふうに思ってます。  

○議  長  

 髙幣君。  

○９  番  

 まあ、いろんな意味でチャンスづくりのときだと私は思っておりますので、

ぜひとも町長とか教育長のほうで、そういうチャンスにいかに乗るかというこ

とを考えていただきたいと、かように思っております。  

 それから、ちょっとこれ、事務的なことなんですが、これ、補助金も県か国

かもらえるんでしょうね。そこ、ちょっとお聞かせください。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  
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 先ほども答弁で申し上げましたように、事業経費の３分の２以内、予算の範

囲内ではありますけども、県のほうから補助いただけるというふうに聞いてお

ります。  

○議  長  

 髙幣君。  

○９  番  

 いずれにしましても、平群町の特色をうまく、この際利用するということで、

私は先ほど実行委員会のメンバーさんにも農業委員会さんが入ってるというふ

うに聞きましたけれども、農文化、食文化ということは、これから大きなポイ

ントになってくると思いますので、町長がこのあたりについてどんなふうにお

考えでしょうか。  

○議  長  

 はい、町長。  

○町  長  

 先ほどから髙幣議員が述べられたとおりでございまして、来年の国民文化祭

は平群町の文化活動の発表の場ということだけではなしにですね、平群の今、

御指摘のとおり、さまざまな魅力がございます。その平群のさまざまな魅力に

ついて全国に発信するいい機会だなというふうに思っておりますんで、実行委

員会を中心にしっかり取り組みを進めていきたいと考えております。  

○議  長  

 髙幣君。  

○９  番  

 ありがとうございます。ぜひともこのチャンスを生かして、平群のさっき申

し上げた「よいとこ」っていう意味も含めて頑張っていただきたいと、かよう

に思っております。また、このチャンスで大きな、そういうイベントをやるに

はこんなイベントの場所が必要だということも、皆さんが町の皆さん方にお教

えいただいたら、文化センター構想もうまくいくんではないかなと思っており

ますので、ぜひとも頑張っていただきたいと、かように思っております。  

 以上で、この件は結構です。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、髙幣議員、２点目の御質問でございます。  

 平群町の車両にふるさとよいとこの磁気ステッカーの付貼と空き家バンクの

状況について、私のほうから、前段の磁気ステッカーの件につきましてお答え
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を申し上げたいというふうに存じます。  

 現在、各自治体ともさまざまな媒体や機会を生かして知名度の向上に向けた

取り組みを行っておるところでございます。どんな自治体も住んでいただく、

訪れていただくに至るまでに、まずは知っていただく、いわゆる知名度アップ

を目指すことに注視をしてＰＲ活動を行っているのが現状でございます。  

 議員より御提案のありました平群町のＰＲステッカーを町民がみずからの車

両に張りつけ宣伝をすることは、私たちの郷土を愛する気持ちやふるさとに対

する思い入れを高めるとともに、今日、車社会でございますので、その現状か

ら見ましても、日々の生活の中で広い範囲を車の中で移動する方も多いという

ふうにお見受けいたします。そういうことで、町内、町外、県外において、そ

のステッカーに目が向けられて、結果として平群町という地名をＰＲすること

につながることは予想されるであろうと考えております。  

 ただ、しかしながら、反面、町の公用車ではなく個人の財産である車両を宣

伝媒体として活用させていただくことから、個人の方と町との間で取り決めと

いうのを作成したり、また事前にしっかりとした説明であったり、同意をいた

だくようなさまざまな事務なども必要になってくることが予想されます。こう

いったことから、他の市町村の動向を踏まえまして、現時点では貴重な御意見

ということで賜りたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 それでは、髙幣議員、大きな２点目のうち、空き家バンクに関する御質問に

お答えします。  

 まず、８月末現在の登録状況ですが、４件の空き家登録をいただいておりま

す。内訳としては、下垣内で１件、春日丘で１件、椿台で２件の住宅で、売却

意向が２件、賃貸意向１件、売却・賃貸両方ともが１件となっております。  

 次に、成約件数ですが、本町の空き家バンクを通じて成約となった実績件数

はございません。ただ、過去に空き家バンクに登録されていた１件の物件につ

いては、不動産仲介委託をされておったので、その仲介により売買が成立し、

既に新しい所有者の方が大阪市から転居されております。  

 次に、人口対策になったかという御質問ですが、昨年４月より制度をスター

トして以降、住まい探しや移住相談などで電話による問い合わせや直接窓口に

来庁される方々がふえてるように感じております。その方々にお聞きすると、

平群町に空き家バンク制度があるとの情報を知人等から聞いたとか、住まいを
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探しているが空き物件がないかとか、町のホームページの記事を見て制度を詳

しく知りたいとか、登録物件情報を知りたいといった具体的な内容であります。 

 また、成約には至りませんでしたが、平成２７年度においては所有者と利用

希望者のマッチングを行った事例で、利用希望者の方が平群への豊かな自然環

境や閑静な住環境がよいとの知人からの情報を聞き、平群町への移住を希望さ

れ、町の状況も直接見たいとのことで泊まりがけで住まい探しのためにお見え

になられたケースもありました。  

 議員御指摘のとおり、ＰＲが大変重要であります。現在、町の空き家バンク

制度の周知、ＰＲが町のホームページのみであり、他の方法も考える必要があ

るのではないかとの御意見ですが、空き家バンク制度では主に移住や住まいを

お探しの町外の方々をターゲットに、町内の空き家情報を幅広い方がアクセス

できるインターネットを通じて情報発信することを想定したものであります。

今後、空き家物件等のＰＲも含めた手法も検討してまいりたいと考えます。  

 また、空き家バンク制度については、登録物件数がふえていないことや物件

の現状から所有者と利用希望者の意向がマッチせず、なかなか成約に至らない

など、実際に制度を運用していく中で見えたこともあり、本制度のさらなる活

用に努めてまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 髙幣君。  

○９  番  

 はい、ありがとうございます。最近ちょっと私が聞いた話で、たしか７月か

６月末だったと思うんですけどね、東京からお越しの方、直接です。役場へ行

って、「そういう空き家バンクの話聞いてきましたけど、たしか５件しかなかっ

た」と、こういう言い方でお話しになられてまして、「ああ、そうですか」と。

「ほいじゃ、その辺に不動産屋さんもありますから、そこらへ行かはるのもい

いことでしょう」ということを言ったら、すぐに行かはったというふうに後で

聞いております。やはり平群ってどんな町なのかっていうのは、非常に興味を

持っておられる方もいらっしゃるという事実だと思います。その事実の一つに

こんなこともあります。「私、沖縄から来たんです」で、「沖縄と、じゃあ、平

群と」と言ったら、「平群は非常に緑が多く山があり、いいとこですよ」と。こ

れは実際に、もう既にお越しになられてる方です。きのうの話です。「沖縄のど

こですか」って言ったら、「うちは沖縄の都会ですねん」、都会と比べたらやっ

ぱり平群のよさっていうものがまた見られてるんじゃないかなと、こんなふう

に、これも私が聞いた話ばっかりですから。で、本当に今５件しかなかった、
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あるいは今は４件ですけれども、こういうところをどんなふうにしたらふえる

のかなというふうに一生懸命、興味持ってるところですので、またいろんな場

でお話しをして、そしてこの制度の特色をうまくＰＲをしながら、お客様を、

まあ、お客様ですよね、呼んで、そして１人でも２人でも一家族でも入っても

らえば、それだけ人口対策につながっていくと思います。  

 まあ、これもきのうの話ですが、平群の大きな団地の自治会の役員さんです

が、「うちは今６０件ぐらいの空き家があるんですよ」と、こんなお話もされて

ます。これは実態です。お名前は知ってますけど、言えないんで申しわけない

ですが、６０件ぐらいある。そうすると、その方々は「空き家バンクとか、そ

ういうのには入れられてるんですかね」って言うたら、「いやー、違うんですよ、

一時的にその団地のほうに入居しただけで、また機会があったらほかへ行こう

と思ってますねん」と、「こういう方多いですよ」とか、いろんなことを町の方

はおっしゃいますので、ぜひともこの問題に関しては、担当課っていうんです

か、平群町全体でいろいろ聞いて、その情報を集めて新しい空き家バンクづく

りのやり方を考えていくのも大きな形だと思います。そういう意味で、私は空

き家バンクについても、もっともっとふやしいくやり方を何か一緒に考えてい

きたいなと思うんですが、これ、ふやす方法って考えられましたか、担当課、

申しわけないですが、お願いいたします。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 空き家につきましては、平成２５年度に実態調査をして、おおむねどういっ

た状況にあるかというのを状況をつかみました。その中で、制度を運用して以

来、１年半ほどたつわけなんですけれども、この中で一定、先ほども答弁の中

でマッチングの不成立といったような問題があるというのも含めて、登録件数

が非常に少ない、したがいまして、件数がふえればいいのかっていう問題もあ

りますけれども、ただ情報提供としては多くの情報を掲載するに越したことな

いというふうに考えてます。そういった中で、空き家の要因となる家族転出と

いいますか、そういったものについては一定、住民生活課にも御協力をいただ

きながら把握する中で、ふえていくような要素のある空き家についても把握し

ていきたいと考えております。  

○議  長  

 髙幣君。  

○９  番  

 ありがとうございます。ぜひとも何とかして人口をふやしたい。今１万八千
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何ぼですかね、これが１万７，０００にならないように、みんなでみんなで頑

張っていきたいと、かように思っておりますので、ひとつよろしくお願いいた

します。  

 では、この件もこれで結構です。終わります。  

○議  長  

 それでは、髙幣君の一般質問をこれで終わります。  

 職員が入れかわりますので、少しお待ちください。  

 続きまして、発言番号５番、議席番号５番、稲月君の質問を許可いたします。

はい、稲月君。  

○５  番  

 議席番号５番、稲月敏子です。議長の許可をいただきましたので、先般通告

をさせていただいております３点にわたって質問をさせていただきます。どう

ぞ、御答弁のほうをよろしくお願いをいたします。  

 それでは１点目、「非核平和の町宣言」平群町をさらなるアピールをというと

ころです。  

 北朝鮮による、またもやの核実験の実施、本当に腹の立つこのような蛮行は

もう決して許せるものではございません。大変大きな怒りでいっぱいでござい

ます。被爆７１年、ことし７１年を重ねました。しかし、いまなお２万６，０

００発もの核兵器が世界の平和と安全をいまだ脅かしているところです。核兵

器は一瞬にして無数の命を奪ってしまいます。そして、世代を超えて人々をい

まなお苦しめ、文化までも破壊をしてしまう。こういう恐ろしい、人類とは共

存できない兵器でございます。広島や長崎、そしてビキニ、この三度の被爆経

験、こういった被害を受けた世界で唯一の日本の国です。この日本の国に私た

ちは暮らしているわけです。こういう私たちだからこそ、一日も早い核兵器の

廃絶、これを世界へと訴えていく、こういう義務があるのではないでしょうか。 

 そこで、お尋ねをさせていただきます。  

 本町は１９８５年に非核平和都市宣言を実施をいたしまして、核兵器の全面

廃絶に向け、町内外に訴えてまいりました。町内外に大きく、その中で訴える

役割を担ってきたもの、いろんな取り組みをしてくださっています。その中で

も、見える宣伝ということで広告塔、また横断幕、このようなものもつけてい

ただきました。しかし、この２年ほど前に比べて、今少し目立たなくなってき

てるんではないかというふうに感じております。町民や来庁者の皆さんに、こ

の平群は非核平和、これを宣言をしている立派な平和の町なんだ、このことを

さらにアピールできるように、ぜひ改善をしていただくよう求めてまいりたい

と思います。  
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 一つ目は、道の駅へぐりですね、くまがしステーションの建物、この２階部

分の外側に壁面に横断幕が設置を過去されておりました。長年、もう１０年ぐ

らいになるんではないかと思いますが、つけられていたのが、２年前ぐらいに

リニューアルをするということで撤去をされました。すぐにつけていただける

ものと私は確信をしておりましたが、なかなかいつになってもつけていただけ

ないという状況が続いています。これをぜひ、もとの位置に設置をしていただ

き、町内外の皆さんにぜひともアピールをできる、そういうものにしていただ

きたいというふうに思います。  

 二つ目、椿井地域、国道１６８号線沿い、川のそばにあったと思います。こ

れも非核平和の町宣言の入った広告塔がありました。これについては、椿井橋

の改修工事のために撤去をされたものだと思います。しかし、これもそのまま

撤去されておりまして、復活をさせていないというような状況にありますので、

お願いをしたいと思います。  

 ２点目、住民の不安が増大する事業用太陽光発電所計画についてであります。 

 一つ、ローズタウンの若葉台住民は、太陽光発電所設置事業者が実施をいた

しました７月１７日の住民説明会、これを受けまして以降、さらに住民の皆さ

んは不安を募らせておられます。自治会では臨時総会も８月７日に開催をされ、

この事業に反対をするという意思表示もされています。このような状態の中で、

本町としてはこの事業、事業者に対してどのような対応をされていくのか、こ

の考えをお示しください。  

 二つ目、災害との関係が大変大きい雨水の行方です。これが今、最重要問題

になっているのではないかと思っています。当該地の雨水は、どこに放流をさ

れるのか、これは業者からどのような報告を今受けておられるのでしょうか。

また、放水先水路、この管理者の許可は出ているのでしょうか。この点、お答

えいただきますようお願いいたします。  

 ３点目、これは実施期限が迫ってまいりました介護予防・日常生活支援総合

事業について御質問をさせていただきます。  

 一つは、来年の４月には重々御存じのことと思いますが、介護保険の分野で

も総合事業、この開始をしていかなければならない要支援１と２の方の、いわ

ゆるホームヘルプサービス、デイサービスのこの分野で介護保険から外してい

く、そして市町村の独自の事業となる、こういう事業に移行をしなければなら

ないという期限がまいりました。介護予防・日常生活総合事業を町として今後

独自でしていくわけですけれども、この迫った期限、どのように進めていかれ

るのか、今どのように検討をされているのか、進捗状況をお示しいただきたい

と思います。  
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 ２点目、本事業については住民の意見の掌握、またこの中身についての周知、

これをどのようにされる予定を持っておられるのか、お聞きをいたします。住

民の皆さんは来年４月からどう変わっていくんか、自分は今は要支援だが、こ

のままサービスが受けられるのか、これを心配をされておられます。丁寧な説

明が必要でございます。また、住民の皆さんの意見をしっかり聞く必要がある

と考えておりますが、どのように実施をされるのか、具体的にお示しください。 

 三つ目です。高い介護保険料、これは年金から天引きをされて払っておられ

る方がほとんどですが、払ってるわけですけども、実際必要になったときに介

護サービスが受けられなくなってしまうのではないかというような大きな不安

も、今住民の中には渦巻いています。その原因には、国の動きにあると思いま

す。次期改定に向けて来年の通常国会に要介護の１、２まで保険から外して地

方に持ってこようとしていることなど、それから負担は２割にしていくなど、

さまざまな改悪案が出されているというような報道も聞くにつけ、不安は募る

ばかりではないかというふうに思っています。これは国の問題ではありますけ

れども、自治体として本当に介護サービスが必要なときに受けれる、こういう

制度をどのように構築をしていこうと考えておられるのか、その辺をお聞きを

したいというふうに思います。  

 以上です。よろしくお願いをいたします。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、稲月議員の「非核平和町宣言」平群町のさらなるアピールをとい

うことで御答弁させていただきます。  

 道の駅くまがしステーション平群の建物の上部壁面に設置されていた横断幕

が撤去された理由及び、もとの位置に設置することについての御質問でありま

すが、撤去につきましては、老朽化をしており、これは１５年程度たってです

ね、色彩等の劣化もあって、老朽化していたために撤去いたしました。また、

もとの位置に再度設置することも検討いたしましたが、道の駅の第２駐車場の

西側の国道側にですね、現在設置しておりますが、面したフェンスに設置した

ほうが目線といいますか、そういう意味では啓発の効果がまだより上がるので

はないかというふうに考えて、そこに設置をしたということでございます。  

 それから、２点目の椿井の交差点１６８号線沿いの広告塔を復元させること

についてでありますが、撤去につきましては、県の国道１６８号線沿い歩道設

置に伴い、老朽化していた広告塔を撤去いたしました。非核平和宣言のアピー

ルにつきましては、現在、昨年度リニューアルしました役場前の広告塔、椣原
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の金勝寺の前にある広告塔及び、先ほど１で質問のありました、今年度、新た

に設置しました道の駅駐車場の横断幕、この３カ所があります。目にふれるア

ピールといたしましては、このような状況であります。  

 さらに、議員御承知のとおり、毎年、実行委員会形式でありますが、「平群平

和のための戦争展」でありますとか、７月にいわゆる二つの団体、平和の大行

進あるいは、これは職員組合、自治労でございますが、主催の「反核平和の火

リレー」等、平群町にとって訪問していただき、平群町も町長を先頭になって

アピールをしているところでございます。そういうことからも、今後もこのよ

うな非核平和宣言の町としてアピールをしていきたい、このように考えており

ます。御理解いただきますようよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 今、道の駅の広告、横断幕ですね、この撤去にかかわって御回答いただいた

わけですけれども、これもなかなかつけていただけなくって、今フェンスにつ

けてるいうことで、見させていただきました。催促を再々させていただいて、

そのときの取ったことすらお忘れになってたというような状況が実際上あった

んです。しかも、場所が変わってると。建物についているということの大きな

意義は私は感じていますし、多くの人たち、私の知り合いの人たちも「何であ

っこからなくなったんや」って。やっぱり道の駅に来られたお客さんたち、も

うぱっとね、正面のところで目につく、ああ、ここの町は本当に平和非核、大

事にされてるんやなって。平和行進で歩かれた皆さんたちも、いつもあっこを

通るんですね、道の駅ね。そしたら、やっぱり遠くから見えるんですよ。やっ

ぱり「おおー」っていうことで拍手されたりね、写真を撮ろうということでね、

記念撮影をされたりね、そういうこともしてはって、やっぱり非常に宣伝効力

っていうか、アピール効果っていうのはすごくあるんです。今もね、張ってた

下地、枠、ちゃーんと残ってるんですよね。私、毎日歩道を通るたびに見てる

わけですよね。何で残ってんのにそこにつけてくれへんかったんかっていうの

が物すごく残念でなりません。本当になぜっていうとこら辺で、理解が今の回

答ではできないし、あそこにつけかえてもいいわけであってね、建物にやっぱ

り、ぜひつけてほしいというふうに思います。  

 ほんで、国道沿いですね、これも３カ所になったということで、１カ所減っ

てるわけですね、これで。ですよね、４カ所やったのが３カ所になったってい

うことでしょう。減ってるわけですよね。やっぱり最低もとへ戻してほしい。

さらなるアピールをとお願いをしているわけでね、本当はもっともっと言いた
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いところですが、今まだ何も通告もしてないので言いませんけれども、もっと

いろんなことを考えて、私たちも考えますし、お互いに考えていきたいってい

うふうに思っていますので、よろしくもう一度、御答弁ください。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 まず、第１点目の再質問でございますが、道の駅のところでの横断幕を撤去

して、今国道側の第２駐車場のところに設置をしてると。町の考えは、先ほど

私も申しましたように、そういう考えの中でよりアピールできるということで、

西側の駐車場に移しかえたと。あとの、いわゆる道の駅のとこについてはです

ね、今後道の駅にふさわしいですね、平群をＰＲするような看板も検討してい

きたいなというふうに現在思っておりますが、そういうことで御回答させてい

ただきたいと思います。  

 それから、椿井の今現在ですね、アピール看板、広告塔のアピールにつきま

してはですね、確かに３カ所、いわゆる国道の歩道の改修工事によりますとこ

ろの看板については、現在撤去しておりますのでございませんが、町としては

町の前の看板、三角看板をリニューアルして、より見やすくさせていただいて、

あるいは道の、いわゆる車の目線っていいますか、運転者の目線にも合わせる

ようにですね、先ほど申しましたように、西側の第２駐車場に横断幕を設置し

た。それから、金勝寺もございます。これはまだちょっと古いということもご

ざいますので、この３カ所でもって町としては考えはアピールすると同時にで

すね、最初に答弁させていただきましたとおり、平和の大行進でありますとか、

反核平和の火リレーでの町が迎えての、町長あるいは議長も含めましてアピー

ルもさせていただいております。そういうことからして、決してこれが少ない

とか多いとかということじゃなしに、町としてのいわゆる宣言の町としてのア

ピールは、町としてはこれでしていきたいなというふうに考えています。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 これで長々する気はありませんけども、一言言わせていただきます。フェン

スにつけたから、そっちのほうがよく目立つというお考えやというふうに伺い

ましたけれども、私を含めて私たちはそんなふうには理解できません。もとの

ところでアピールを出していただくのが、もっともっとアピール効果があると

いうふうに思っています。国道のところを撤去しはったんやから、駐車場のと

ころにね、つけたままで道の駅にもつけていただいたら、これで４カ所になり
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ますよね。でないと平群町の非核平和宣言の町、これはアピールをしていく、

こういう事業に対しては後退をしたという理解をいたします。  

 今後、さらにこの問題についても、またいろんな住民団体の方も含めて要望

をさせていただきます。もうきょうは幾ら言ったって前へ進まないようなんで、

ここで終わらせていただきますけれども、引き続き御検討をよろしくお願いい

たします。  

○議  長  

 次でいい。  

○５  番  

 はい、お願いします。  

○議  長  

 はい、都市建設課長。  

○都市建設課長  

 それでは、大きな２点目の事業用太陽光発電所計画についての御質問にお答

えします。  

 小さな１点目の町として、この事業、事業者に対してどのような対応をして

いくのかというお尋ねですが、今回の太陽光発電設置計画については、去る６

月２４日の全員協議会でも御説明させていただいたとおり、あくまで民間事業

者が行う事業で、宅地造成等規制法に基づく奈良県の許可事案であります。現

段階では、許可申請に不備、不足があるとのことで、県より補正の指示が出さ

れており、許可は出されておりません。町といたしましては、今回の事業に関

しては、当初より事業者に対し、地域住民への丁寧な説明を行い、合意形成を

図るよう申し入れを行っており、また審査を行う奈良県に対しては、事業主に

対し適切な災害防止対策を講じるよう指導していただくよう意見書を提出して

おります。  

 奈良県の補正指示に対し、事業内容の変更等があるのかないのか、また変更

があるならば、その内容がどのようなものなのであるかなどは把握できており

ません。今後の対応として、事業者に対し、地域住民の声に対しては不安解消

に努めることとあわせ、事業内容に理解を深めていただけるよう説明会の開催

など丁寧な対応を行うよう要請してまいります。  

 続いて、２点目の雨水の放流先に関する御質問ですが、当初の計画では、事

業者側の流量計算により敷地の北側の水路へ放流、東側は雨水ますへの放流、

南側は既存の調整池へ放流、この３カ所で計画しておられましたが、現在、奈

良県建築課より申請図書の補正指示があり、事業者が改めて雨水放流先等、事

業全体の見直しをしている状況であり、その点も含め、町には変更の土地利用
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計画の報告を受けておりません。御質問でございました放流先水路の管理の許

可については、事業者において、その放流先も含めて現在検討中であると聞き

及んでおります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 この件については宅造計画で、許可権者は県だということで、それは周知を

しているところでございます。住民の皆さんもその辺は周知をされていて、県

の建築課のほうにも出向かれて要望をされたり、そういう行動もされていると

ころであります。先般、先日の総務建設委員会で、この件に関しての条例案に

基づいて議論がされました。その中で町長が答弁されておられましたけれども、

業者には責任を持って話をしに行きますと。きちんと説明会も開くように指導

をいたしますと、このように多分おっしゃったように私は記憶をしております。

行政として最終的な何も認可をするものもないし、責任もないということはわ

かるのですが、こういった業者を指導していく、住民が今困っているわけです。

住民がこの場所に最初に計画をされたような図面が提示をされて、８，０００

枚に及ぶようなパネルを家の真裏、真横につけられてくる、それも斜面、勾配

のある斜面に設置をされる。こういう状態がこの第一種のね、住宅地にこうい

う景観っていうのはふさわしくない。こういった状況はこれまでの住環境を乱

していくものやって、こんなふうに思っておられて、これについては反対をす

る。また、この業者に対する不誠実な態度について、非常に大きな怒りを持っ

ておられる。このことを町としては、住民の皆さんの不利益にならないように

業者を指導していく、ちょっと言葉は違ったかもわかりませんが、そのように

町長は決意をしていただいたかのように私は受けとめたのですが、早速行って

まいりますか、呼びますか、そこんとはちょっとわかんないんですけども、お

っしゃったと思うんですけども、その辺で町長はどのように言っていただき、

どのような返事をいただいてきておられるのかというとこら辺も答弁していた

だきたいなと思います。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 再質問で、町の姿勢ということで、町長の姿勢ということでの質問です。  

 先ほどの答弁の中でも、今後の対応としては、事業者に対し、住民に対して

理解を深めていただけるように説明会を開催するなど、丁寧な対応を行うよう
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要請してまいりますということで答弁をしておりますので、よろしくお願いい

たします。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 私は、町長にお尋ねをしたんです。どのように言っていただいたのか、どの

ような御返答をいただいてるのか、その辺を伺いたいということで質問をして

います、よろしく。  

○議  長  

 はい、町長。  

○町  長  

 昨日ですね、業者の方に来ていただきました。専務と常務と、そしてメンテ

ナンス会社の専務さん、３人がお見えになりまして、一つは、住民に対して丁

寧な説明をしてくださいという申し入れをしました。返事はですね、丁寧な説

明をしておるんですが、一方的に住民から、まあ、どういう表現だったかちょ

っと忘れましたけども、説明させていただくような状況じゃなかったと。あの

ような状況である限り、これ以上説明はできませんという御返事でございまし

た。  

 それからですね、直近の５世帯ぐらいありますかね。一番近いところの住宅

に対して配慮を願いたいという申し入れをしまして、できますれば、一番近い

ところの敷地内で植栽帯のようなものができないかというふうな要請をしたわ

けでございますが、非常に木を植えることは簡単なことですけども、少なくと

も今後ずっとですね、長期にわたってメンテをしていかなければならないと。

まあ、低木であっても中木であっても、木の葉が、その隣のおうちに落ちると

いうようなことで、またぞろトラブルが発生することを心配しておりますとい

うようなことでございまして、いずれにいたしましても、少なくとも直近の方

には不安を与えないような、奈良県の宅地造成の基準にのっとった造成をやり

ますので、結果をぜひ見ていただきたいということでございました。しかしな

がら、そうはいっても、工事を入られるならばいろんな問題が出てきますので、

引き続き自治会長さんを窓口に、説明資料も必要ならば説明資料も含めて丁寧

にやらせていただくと。説明会としてはやらないけども、自治会長さんを通し

て説明していきますというふうな御回答でございました。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  
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 来ていただいたんですね、で、話をしていただいたいうことについては敬意

を表します。しかしながら、説明会をしたけれども、説明できるような状況で

はなかったと。それは大変失礼な話で、たくさんの方たちがお見えになりまし

た。私もびっくりする、ローズタウンの戸数は２８０戸ぐらいですかね。まあ、

そういう中でね、９０人もの人たちがローズタウンの集会所いっぱい、もう椅

子がなかったというようなね、ところへ皆さんがお集まりになったわけです。

それは全戸にビラを配布されたのは業者です。ローズタウンも若葉台も６５０

に近い戸数があるわけですけども、そこ全部に配らはったわけですわ。当然、

皆さん関心ありますし、どないなるんや、自分たちのこの住環境はっていうね、

ところでは皆さん当然集まってこられますよね。びっくりするぐらいいっぱい

になったわけです。そしたら、皆さん、やっぱり心配なことは全部きちっと聞

いとかへんかったら、このままでそのまま工事を進められたら大変や。当然ね、

次から次へと意見は出る、質問が出る。これは当然のことであるし、予想ので

きることやというふうに思うんです。別にけんか腰で話し合い、説明会になっ

たというわけではないしね、皆さん、丁寧にお話をされていました。もう本当

に悲しいかな、マイクが壊れちゃって、地声で皆、一生懸命話をしたわけです

けれども、聞こえにくい、そんな怒号が、こう「わーっ」となるような国会の

状況とか、そんなん全然違うしね。そんな説明ができへんような状態なんかで

はなかったと。マイクが壊れたから説明ができへんかったことはあったかもし

れないっていうふうに私は思っています。決して、そんな変な雰囲気でつるし

上げをするような、そんな集会になったとか、それは決してないんでね、そこ

で町長は、「ああ、そうですか」っていうて引っ込まはったんかどうかは知りま

せんけれども、やっぱり大勢の人たち、皆さんかかわりのある方たちがしっか

り自分の耳でその説明を聞きたい、自分の口で質問をしたい、これは自分たち

がずっと安心してここに住んだらいいと思って高いお金を払って買われた、皆

さん、住宅なんでね、本当に大事に思っておられる、そこの住環境が変わって

くる、自分たちの、下手したら命もどうなるんやっていうふうなね、ことだっ

てあるかもしれない。そういうところなんでね、みんなが心配するのは当たり

前です。みんながやっぱりきちっと説明が聞ける、意見が言える、質問ができ

る、そんな説明会を引き続き行うよう、それはもう当然のことやと思うんでね、

行政としてもその指導をしっかりしていただきたいというふうに思います。  

 それでは、２番目の件ですが、放流先について県は是正をかけているが、そ

れについての後の結果については、まだ町には何も言ってきていないからわか

らないという御返答でありました。今現在はそういうことなんでしょう。先日

ね、９月１日に皆さんも御存じかと思いますが、県議会の建設委員会が開かれ
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て、そこでこの問題を共産党の太田敦県会議員が雨水の排水に対する放流先の

ね、同意書の問題で質問をしています。そのときの県の建築課の答弁は、第一

放流先の同意書がない場合は宅地造成は許可ができないという答弁をしていま

す。現時点では、まだ未提出ということなんで、ほんでちょっとお尋ねをした

いんですが、当該地の南側、福貴の大字の水利組合が管理をされている調整池、

そこに一つは流れ込んでいく。ほんで、その水は用水路を伝って、急なね、坂

道を伝って下に流れて竜田川へ放流されるわけですけども、この水路について

は、福貴の大字の水利組合としては濁流が流される、こういうことは絶対にし

てもうたら困る、農業者としてね、このことは意思表示をされています。だか

ら、この同意書には判は押さないというふうな見解を水利組合は今のところさ

れています。  

 そうなってきて、あと北側への放水ですね、この当該地の北側、擁壁の向こ

うっかわに道があって、その向こうっかわに小さな用水路があるんですけども、

そこは管理者がはっきりしていないというところですけれども、これがここに

はね、どうも流さないというふうに業者は言っているそうです。これは回答書

というのを自治会長のところに持って業者が来はったんです、９月の初めごろ

ですかね、もうちょっと前かな。そのときに口頭でおっしゃったそうです。北

には流さない、実際そんなことができるんかどうかは知りませんけども、そう

言ってはるそうなんです。そして、南のほうは水利組合は入れてもうたら困る

と、判を押しませんよって言うてはる。  

 そしたら、雨水はどこへ行くのか。これは、きっと町の雨水管を通って竜田

川へと放流されるということになるんでしょうかね。こうなってくると、全て

が町の雨水管に流される。それも、許可が要るわけですよね、町の。この許可

に、同意について、私はちょっとお聞きしたいというふうに思っています。今、

さっきから述べましたように、ローズタウンの自治会のお住まいの方たちは、

今の時点でこの計画については反対ですという意思表示をされています。いろ

いろ多々の不安をお持ちです。このような状態、業者との折り合いなんて全く

ついてない。何にもついてないわけですよね。この時点で、雨水の放流を町の

雨水管に全て流したいから許可をください。許可がなかったら、県は宅造の許

可をしないって言ってるわけですからね。まあ、もちろんもってくるんちゃう

かなというふうに思いますよね。そのときに平群町としては、これについて同

意をされるんでしょうか、されないんでしょうか、そこをお尋ねします。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  
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 雨水管への放流への同意ということでお尋ねかと思います。  

 ただ一定、大規模な宅地造成の場合は、調整池等が必要になるという大和川

流域の関係がございます。だから、直接的には放流できないというのはありま

すが、ただ全体計画を見ていない状況の中で、全体の雨水がそこに放流される

のかといった部分がありまして、またその放流先の許容範囲といいますか、キ

ャパですね、そういったものがどうであるのかといった検証も加えないといけ

ませんので、一概に、いや、同意しません、同意しますというような判断は、

今のこの場では差し控えさせていただきたいと思います。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 それは当然のことかというふうには思いますけれども、今住民の意思表示で

すね、住民の皆さんがこれについては納得してはらへんわけですよね、この計

画についてはね。その時点で、もし町がね、同意をされて県のほうに書類を持

っていかれて、そしたら申請というのは許可されるやもしれないということに

なるわけですよね。私が思うのは、住民の皆さんの意思ですね、納得ができる

ような話があって、これなら安心してつくってもらってもいいやないかという

ふうになる可能性も、ないとは言えないわけですよね。私はどういう状況にな

るかは今のところ、わかりませんけれども、住民の意思表示、住民が説明会な

ど納得のできる説明があって話し合いのもとで納得しはるまで、ゴーが出るま

で、私は町としては住民を守るという立場、これを貫いていただいて、できる

のはそれぐらいしかないと思うんですよ。とにかく同意をしてほしくない、同

意はしないでほしいということを強くお願いをしたいというふうに思います。  

○議  長  

 答弁要りますか。  

○５  番  

 いいです、もう。じゃあ、次を。  

○議  長  

 はい、福祉課長。  

○福祉課長  

 ３点目、実施期限が迫った介護予防・日常生活支援総合事業について、３点、

順次お答えをいたします。  

 一つ目については、広域７町で統一した基準の素案をもとに、事業所に緩和

したサービスが実施可能か聞き取りをしています。日常生活での課題やニーズ

の聞き取り調査をことし２月から３月にかけて実施をしました。また、６月２
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０日に生活支援体制整備事業協議体会議を開催し、地域で助け合いができる体

制について協議していただきました。１０月に介護保険運営協議会が開催され

ますので、そこで本町の総合事業案を提示し、委員の皆様から意見を聞き、ま

とめていきたいと考えております。１１月には７町合同で総合事業の事業者説

明会を行う予定となっております。詳細が決まった段階で要綱を制定し、１２

月議会には報告させていただきたいと考えております。  

 二つ目につきましては、地域で助け合いができる体制を今後も生活支援体制

整備事業協議体会議で意見をお聞きし、協議をしていきたいと考えています。

周知に関しましては、平成２９年１月をめどに住民への周知を予定しておりま

す。  

 三つ目の国が要介護２までの軽度者のサービス見直しを社会保障審議会で検

討されています。このことについては、インターネットや新聞記事で確認して

いるところです。本町といたしましては、制度が変われば改正された制度の中

で住民の方に必要なサービスを提供できるよう、最善を尽くしていきたいと考

えております。  

 以上です。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 今、７町でほぼ検討された結果が出ていると。それに基づいて、町として具

体的なところをつくってるというふうに私は理解をいたしました。で、運営協

議会を１０月に開いて、そこで検討していただく。そして、１２月議会で私ど

も議会にかけていただくという予定を聞かせていただきました。１２月議会で

ね、全て可決をするわけですけども、そこから３カ月間ですね、その間に住民

への周知をしていくという、意見掌握と周知をしていくというふうになるんか

なというふうに思うんですけれども、非常に期間的には短いわけですよね。厳

しい状況になるというふうに思いますけれども、できるだけ丁寧な説明、それ

から意見の掌握をしていただきたい。全体に説明会を開くというよりか、小さ

な単位でね、皆さんに具体的な説明をして、その人は本当にどうなっていくん

かっていうのがわかるような説明をしっかりしていただく。そのような予定は

あるんでしょうか。ここをもう一度お伺いをします。  

 一方的に進めてほしくないということですよね。本来なら、大阪市なんかで

は、計画がほぼ策定されたときにパブリックコメントを全住民にね、とってい

くというようなこともされているそうです。やっぱりそれぐらい丁寧にやって

いただきたい。大きく変わっていくんでね。まあ、その辺は今からそれはでき
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ないと思うんでね、具体的にどのようにされるか、お聞きしたいというふうに

思います。  

 それと、３番目のところなんですが、国の制度が変わったときには住民に影

響っていうのかな、そこら辺がないように、みんなが介護サービスの必要にな

ったときに、きちっとやっぱりサービスが受けれる、そういう町独自の体制づ

くり、そこは今から積み重ねとけへんかったらあかんのちゃうかなっていうふ

うに思います。介護が受けられなくなるような状況をつくらないでねっという

ことで、全力を尽くしてほしいというふうに書いていますが、その一環として

ですね、相談に来られた方への対応ですね、この前の３月議会でも、私、質問

をさせていただいたかと思うんですが、チェックリストっていうのがあります

ね。簡易なこんなんできますかとか、１人で切符買えますかとか、そういう質

問だけでね、それでこの人は介護サービス、どれぐらいの症状なんかっていう

のを把握してやっていこうというふうな、そういうチェックリストがあります

が、これに頼らず、必ず介護認定を受けてもらう。介護申請をまず、とにかく

してもらうと。申請をしたいって言うて来はった人については全てね、「あなた、

もうチェックリストでいいですよ」っていうふうに、まあ、前も言いましたけ

ど、これは絶対にしないでほしい。チェックリストで振り分けをしてしまわれ

た方については、これこそ介護サービスが受けられなくなってしまう。この人

は介護の認定をしてもらえないということになるんでね。介護用品ですね、い

ろんな器具なんかをレンタルする制度とか、それから家屋の修理をするとか、

介護用品の購入、こういった介護給付は受けられないというような状態になっ

てしまうんでね、絶対にそれはしないでほしい。とにかく介護の申請をしても

らう。心配があるから来てはるわけでね、何も私はもう大丈夫やと思って来て

はるわけじゃないんでね。何らかの援助をしてほしい、でないと生活ができへ

んということで来られていると思うんで、専門家による必ず面接をして介護申

請を受けてもらう、そういうふうに導いてほしい。もうこっちでいいですよと

いうことでチェックリストへ持っていかないように、これだけはぜひとも、少

しでも介護保険払うろて、介護サービスが受けられへんっていう人を少しでも

減らさないかんと思うしね、みんなが本当に安心して受けれるようにしていた

だきたいというふうに思っていますので、そこんとこをお返事ください。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 まず、周知につきましてです。周知につきましては、２９年１月をめどに住

民に周知をしていきます。広報、ホームページ、それからパンフレットという、
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その辺を考えております。それから、必要に応じて各自治会単位で話をさせて

いただくこともあろうかと考えております。  

 それから、町独自の制度につきましてです。国が軽度者のサービスを見直す

ということを言っております。国の制度につきましては、町としてはその制度

に従わざるを得ない。町独自っていうのは、地域支援事業、この中では町独自

の事業っていうのは出てまいります。その分についてはしっかり考えていきた

いと考えております。  

 それから、チェックリストの強制ということです。これはいたしません。こ

れは前から言ってるとおりです。  

 以上です。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 周知のとこですけれども、必要に応じて自治会などに出向いて説明をすると、

そういうことも必要かと思いますっていうふうにおっしゃっていただいたと思

うんですが、ぜひそれは積極的にやっていただきたい。出前講座の要請もある

かもしれませんし、いろんなグループでの少人数での集まり、そこでの説明と

か、積極的にそういうところには出向きますよということで、町のほうからや

っぱりアピールをしていく。で、納得してもらって、また意見をしっかり聞い

てほしいんです。それは具体的にやっていくときに生かしてもらいたい。こん

なパンフレットとか何かをつくるときには生かされへんかもしれへんけど、実

際やるときには生かしてもらえるようにね、意見を聞いていただく。それを盛

り込んでいけるものについては、きちっと盛り込んでいく。そのような姿勢で

ぜひとも臨んでいただきたいというふうに思います。  

 軽度者のところですけれども、その他のサービスっていうんか、訪問型サー

ビスＡとか、何ていうのかな、基準緩和型ですかね。もともと現行相当型と、

なんか基準緩和型っていうのができるみたいですけども、その基準緩和型って

いうのは無資格の方、サポーターの方が訪問介護なんかでは従事するっていう

ふうになるんかなって、いろんな本を読んでましたらね、そのようなことが書

いてありますので、きっとそうなんだろうというふうに思っていますけれども、

これで単価が下がるわけですよね。事業者の方たちはね、これから聞く言わは

ったんかな。今、聞いてる言わはったんかな。事業者の方たちのことについて

は、忘れた。まあ、一番困られるのは事業者の方たちではないのかなっていう

ふうに思っています。無資格でもいいから無資格者の人を募集されたとしても、

なかなか同じような仕事をしていただくわけですからね、安い賃金で無資格で
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いこうかっていう方は、まあ、余りおられないだろうと予想されます。今でも

各事業者では人が集まらない、人手不足が一番困るということでね、私も何件

かの事業者のところをお尋ねをしたわけですけども、全ての事業者がそんなふ

うに悩んでおられました。それがこういう形になると、ますます人は集まらな

い。そうなると最終は、事業者としては仕事がしていけないというような状況

が生み出されてくるというふうに思うんですよね。ほかの市町村なんかの状況

なんかも少し調べさせてもらったんですが、今回についてはこういう基準緩和

型はやめやと。実際上、無理やからやめますということできっぱりやめて、現

行相当型だけでいっておられる自治体もあります。私はそのような方向にいく

のが懸命やというふうに思っています。けれども、７町で決めはることなんで

ね、勝手にできないのかなとは思うんですが、だけども、こういう方向、まあ、

お気持ちっていうか、そういう仕事をぜひ進めていただきたいというふうに思

ってます。  

 あと、もっと軽度の方というふうに判断した場合は、地域のボランティア、

シルバー人材センター、また小地域ネットワーク、サロンなど、地域で行われ

ている事業のところで予防をしていく、また訪問のサービスを派遣をしていく

というような非常に安い単価でお願いをしていくというようなことが今地域の

各団体なんかが集まっていただいて話し合いをしてはるんやろうなというふう

に思ってるんですが、これもしっかり団体の所属の皆さんの御意見を聞いてい

ただかんと、無理やり、これは絶対してはならないことやというふうに思って

います。こういった介護サービス、プラス自主的なサービスをしていくと、こ

ういうふうな中身に持っていってほしいというふうに思っています。  

 それではどうぞ。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 今、稲月議員おっしゃっていただいたとおりなんです。だから、今あるサー

ビス、現行サービスですね、それはそのまま。プラス緩和型、そしてまた地域

の見守り体制というか、地域の協力体制、支援体制ですね、そういったものを

つくっていくっていうことですので、まずは現行のサービスはそのままってい

う、これが大前提です。  

 で、緩和型につきましては、二、三業者に聞き取りして確認してますが、な

かなかいい返事はもらえてない状況です。だから、結果としてはまだどうなる

かわかりませんけども、現行サービスだけになるやもわかりません。まあ、こ

れはまだわかりませんけどもね。今そういうことで、いろいろ事業所にも確認



 

－１９４－ 

をとっているところです。で、１０月には運営協議会ありますんで、そこで一

定、町の案を示させていただいて、ほんで形としてまとめていきたいと、この

ように考えております。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 まあ、現実にはそういうふうになっていく可能性もあるという御答弁でござ

いましたので、実際そういう項目はつくったとしても、現行相当ということで

ね、ぜひしっかりしたホームヘルプのサービス、それから通所サービス、緩和

型を頼らずね、そういうことで基本はやっていくというふうにね、やっていた

だきたいというふうに思います。  

 とにかく介護を受ける権利、きちっとね、保障していただく。よりよい介護

制度を構築していくという立場に立って、これからも地方自治体として国にも

ね、まあ、しゃあない、そら、実際上おりてくるからしゃあないと思うんです

が、しっかり意見を上げてほしい。ここでやっぱり住民を守るという立場に立

ち切ってね、意見も上げ、頑張ってほしいというふうに思います。  

 これをもって終わりにさせていただきます。  

○議  長  

 それでは、稲月君の一般質問をこれで終わります。  

 ３時４０分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ３時２７分）  

 

再    開  （午後  ３時４１分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号６番、議席番号１番、山本君の質問を許可いたします。山本君。  

○１  番  

 議席番号１番、山本隆史でございます。ただいま議長より質問の許可をいた

だきましたので、通告に従いまして、１項目、質問させていただきます。これ

から質問させていただく内容は、本日一番に御質問されました窪議員さんの一

般質問の２個目と内容が重複しておりますが、通告どおり進行させていただき
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ますので、よろしくお願いいたします。  

 平群町の熱中症対策と予防について。  

 平素より平群町の学校教育におきまして、基本方針等に基づきながら、児童・

生徒たちの心身ともに豊かなる環境づくりに御尽力を賜り、まことにありがと

うございます。  

 さて、ことしも地球温暖化や都市化の影響で、最高気温が３５度以上の日の

猛暑日が全国各地で記録されています。気象庁の観測所のうち、気温を設定し

ている全国９３０カ所を対象に猛暑日がカウントされており、奈良県奈良市で

は８月３０日現在で、猛暑日が１７日で全国９３０カ所の中の４２位と上位に

なっています。２０年前に比べ、この猛暑日は約３倍になる厳しい気候となっ

てまいりました。  

 猛暑日の続く中、去る８月１７日に平群町に隣接する生駒市で、公立中学校

の部活動中に熱中症が原因で１人の大切な命を落とす残念な事故が発生し、報

道されました。お悔やみ申し上げます。生駒市教育委員会は、この事故を受け、

二度とこのようなことが起こらないように、熱中症の予防対策を強化する検討

が行われました。  

 主な内容は、１、子どもたちの体調管理を一層進めるため、部活動に入る際

には健康チェックシートによる事前の体調確認を全中学校で実施する。２、私

立保育園、幼稚園、小中学校に持ち運びが可能な熱中症指標計、熱中症の危険

度、暑さ指数が測定できる湿度温度計を速やかに配置する。３、環境省が作成

した熱中症環境保健マニュアルに基づき、熱中症を防ぐための対応について周

知徹底する。４、市教育委員会主催の熱中症予防のための研修を教職員を対象

に、８月３０日に実施する。５、既に受講済みの教職員も含め、全教職員が普

通救命講習を修了できるよう、計画的に受講を推進する、などです。  

 今回の事故が起こった中学校は、平群北小学校から北東方向で直進距離にし

て約３キロに位置しております。天候、気温や湿度がほぼ同じ条件であること

を考えますと、私は平群町内でも同じような事故が絶対に起こらないとは言い

切れません。また、１０月には各校園で毎年恒例の運動会も行われます。  

 そこで、平群町教育委員会では、現在、熱中症対策としてどのような措置を

とり、また予防に努められておるのかを質問いたします。明快な御答弁をよろ

しくお願いいたします。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、平群町の熱中症対策と予防についての御質問にお答えさせていた
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だきます。  

 本年８月１６日に、近隣の公立中学校の部活練習中に、１年生の男子生徒が

熱中症により死亡するという悲しく、痛ましい事案が発生しました。それを受

けて、平群町の熱中対策についてのお尋ねですが、平群町におきましては、本

事案にかかわらず、熱中症対策の周知として、国や県、教育委員会から５月、

６月、７月、８月の４回にわたり、熱中症事故防止に関する文書を受けて、町

教委より各校園に文書通知を行うことに加え、口頭等による注意喚起を３回促

し、予防の徹底に努めてまいりました。  

 具体的には、校園長会や教頭・主任者会において、熱中症の多くが体育、ス

ポーツ活動によるものの事案が報告されておりますが、運動部以外の部活動や

屋内での授業中、登下校中においても発生するおそれがあることや、適切な水

分や塩分の補給ができる環境を整えること、もし熱中症の疑いがある症状が見

られた場合には、早期に水分・塩分補給、体温の冷却、病院への搬送等、適切

な措置を講ずることなどの点につきまして、職員会議等を通じて全ての教職員

に周知徹底するように指示を行っております。  

 また、各校の対策状況としましては、中学校のクラブ活動参加生徒並びに保

護者に、まず一つ目に睡眠不足に気をつけること、二つ目には食事・栄養をし

っかりとること、三つ目には下痢などにも気をつけること、四つ目にはけがや

故障を持ったまま運動するということを避けることなどの注意のお願い文書を

配布し、あわせて体調が悪いときには練習前に顧問に必ず申し出るよう徹底を

しております。さらに、小中学校ともに熱中症予防に向けての注意、熱中症に

対する教職員への伝達はもとより、学年、学級、保健だよりを通じ、熱中症に

注意する内容を記載するとともに、水筒の持参やネッククーラーの使用、こう

いったものも認めるなどし、熱中症予防に努めております。また、学校や園で

は、不測の事態に対応するため、スポーツ飲料やＯＳ－１等を保健室に常に常

備しております。  

 これから２学期以降の運動会などの体育行事や文化行事などについても、熱

中症や食中毒に対する対策、及び緊急時の体制を十分踏まえ、再点検を行い、

計画的かつ継続的な健康管理、安全管理を徹底してまいりたいと考えておりま

す。  

 なお、温度計、湿度計を配備し、ＷＢＧＴ値と気温、相対湿度との関係をも

とに、徹底した管理を行うということについては、現状の取り組みに加え、改

めて学校の現状を再点検し、対応の強化に努めてまいりたいと思います。  

○議  長  

 山本君。  
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○１  番  

 御回答ありがとうございます。熱中症対策と予防で重要なのは、保護者の皆

様にも意識を持っていただくことです。日常生活の中では、食事や睡眠不足に

注意しながら体調を整えることや、子どもたちとの会話を通じて、身体的・精

神的に異変がないかどうかを日々確認していただきたいと思います。学校生活

では、教職員の方々が正確な温度計などの計器類を使用し、児童・生徒の管理

や指導を徹底することが必要であると思います。また、運動中に生徒が熱中症

で倒れたと思ったら、実は脳梗塞が原因だったという事故も発生していること

から、医療に関する知識も求められております。  

 そこで、２点、再質問させていただきます。  

 １、教職員の方々は、日々本当に御多忙なのは承知の上なんですが、救命講

習などを受講していただけるような環境づくりはできないものでしょうか。  

 ２、温度計や湿度計でＷＢＧＴ値、暑さ指数ですね、に置きかえるのは困難

であることから、正確な判断をもって児童・生徒を指導するために、ＷＢＧＴ

値が測定できる熱中症指標計を導入し、活用されるべきではないでしょうか。  

 再度、御答弁をお願いいたします。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、再質問１点目の教職員に救命講習が受講できる環境づくりができ

ないものかという御質問でございました。  

 救命講習につきましては、各学校においてプール授業に先立って、養護教諭

や日本赤十字社のほうから救命救急研修を毎年行っており、ほぼ全職員が受講

しております。加えて、今年度におきましては、生涯学習講座のへぐり友遊教

室の講座の一つとして、７月２１日に西和消防署の職員を講師に迎えて、「緊急

時における救命講習」と題して、いざというときのために緊急時のＡＥＤの使

用方法や心肺蘇生法などの実技講習を開催し、学校にも参加の呼びかけを行い

ました。  

 それから、再質問２点目のＷＢＧＴ値を測定できる熱中症指標計を導入し、

活用してみてはという御質問です。  

 午前の窪議員への回答と重複をしますが、まず現状から御説明申し上げます

と、エアコンを導入している平群小学校と、こども園におきましては、従来よ

りＷＢＧＴ値を参考にして、エアコンを使用する指標として活用しております。

その他の学校施設におきましては、保健室等エアコンがある教室につきまして

は、ＷＢＧＴ値を参考に対応しております。また、エアコンのない教室につき
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ましては、扇風機を使用するなどして熱中症対策をとると同時に、保健室を中

心にして養護の先生が安全管理の徹底に努めております。とはいえ、御指摘も

踏まえ、今後の対応としまして、各教室に指標値を測定できる環境づくりを教

育委員会としても目指してまいりたいと思っております。  

○議  長  

 山本君。  

○１  番  

 前向きな御答弁ありがとうございました。私は、今保護者の立場と行政をチ

ェックする議員としての立場を兼ね備えております。学校教育で重要なことは、

先生方と保護者が信頼関係を築き、子どもたちが健やかに成長できる環境づく

りに努めることだと思っております。教育委員会を初め、教職員の方々がさま

ざまな問題に対して熱心に取り組んでくださっていることを認識しましたの

で、我々保護者は、家庭生活の中で責任を持って我が子の健康状態をチェック

することで、安心して学校へ送り出すことができます。これからも教職員の方々

には、さらに士気を高めていただいて取り組んでいただくことをお願いしまし

て、私の一般質問は終了させていただきます。ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、山本君の一般質問をこれで終わります。  

 あと５名の質問者がありますが、これをもって本日の一般質問を終了し、あ

す改めて一般質問を行いたいと思います。  

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。本日はこれで延会することに決定いたしました。あす

は午前９時から本会議を開き、一般質問を続行いたします。  

 本日はこれにて延会いたします。  

（ブー）  

延    会  （午後  ３時５４分）  


